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１．目的・対象期間

経済・財政一体改革エビデンス整備プランについて ①概要

○エビデンス整備プランは、新経済・財政再生計画改革工程表の改善に向けて、①改革工程表の「政策目標」・「ＫＰＩ」等の
つながり（ロジック）の検証、②必要なエビデンスの構築、のための取組・工程等を示すもの。

○担当府省は各取組の進捗を経済・財政一体改革推進委員会に報告するとともに、構築されたエビデンス等の成果は、本年末の
改革工程表の改定に反映させる。また、エビデンスの構築に時間を要する項目については、継続して取り組むとともに、工程
表の改定を踏まえ、整備プランも改定していく※ 。

〇こうした取組を通じて、行政機関及び民間が保有するデータを活用し、政策効果をデータで検証する仕組みの構築と、その仕
組みを活用した政府の政策決定基盤の一層の向上を目指す。

※新経済・財政再生計画の対象期間は2025年度までであることを踏まえ、2024年の改革工程表の改定までに反映していくよう取り組む。

２．推進の枠組み

３．当面の予定

～2022年秋 各取組の進捗状況について一体改革推進委へ報告
～2022末 構築されたエビデンスを踏まえ、一体改革推進委員会、各WGで工程表改定に向けた議論
～2023春 改定版改革工程表を踏まえ、エビデンス整備プランを改定

経済・財政一体改革推進委 担当府省

・対象項目候補の提示、取組・工程の策定にあたり、
ＥＢＰＭアドバイザリーボードが知見を提供。

・対象項目候補を提示の上、利用可能なデータを
検証・順次提示。

・各分野ごとにＥＢＰＭアドバイザリードの担当委員
を置き、担当府省のエビデンス構築を伴走支援。

・施策の企画立案段階から、ＥＢＰＭに必要な
データを相談。

・エビデンス構築の進捗状況について報告。

伴走支援

相談・進捗報告

改革工程表の改定に反映

・構築したエビデンスを踏まえ、一体改革推進委、
各ＷＧにおいて議論。改革工程表を改定。

・改定後の改革工程表に沿って各取組を実施。
・エビデンス構築が継続中の項目については、

引き続き取り組む。

改
定
版
工
程
表
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備
プ
ラ
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を
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定

エビデンスの構築

エビデンス整備プラン策定
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経済・財政一体改革エビデンス整備プラン ②エビデンス構築に向けた視点

１．エビデンス構築の目的

（参考）エビデンスレベル

（出典）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2016）政策研究レポート「エビデンスで変わる政策形成」及び「平成３０年度内閣府本府EBPM取組方針」（平成３０年４月）を参考に内閣府作成

レベル 内容
1a 系統的レビュー、ランダム化比較実験のメタアナリシス
1b ランダム化比較実験（RCT）
2a 差の差分析（DID）、回帰不連続デザイン（RDD）、操作変数法
2b 回帰分析、コーホート分析
３ 比較検証、相関研究、記述的な研究調査
４ 専門家や実務家の意見（検討委員会による討議パブリックコメント）４

３
2b
2a
1b
1a

○エビデンス整備プランの実行に当たっては、改革工程表のKPI第１階層・第２階層間等のつながりの検証、
そのために必要なエビデンスの構築を行うとともに、階層構造自体の見直し・定量化も含めたKPI自体の見
直し等を不断に行い、行政機関及び民間が保有するデータを活用し、政策効果をデータで検証する仕組み
の構築を通じた各府省のEBPMの質の向上を図ることを狙いとする。

○念頭に置くエビデンスのレベル（強度）については、より強いエビデンスレベルを目指すものとする。
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２．エビデンス構築の際に留意する視点

○今後はアドバイザリーボードで指摘された以下のような視点に留意しながら進めて行くものとする。

分析の
視点

〇統計的有意性に加え、経済的有意性、更には費用対効果に着目する 〇地域・主体等の違いを活用して分析する
〇中期的なアウトカムに対するインパクトを視野に入れる 〇平均値に加え、格差への影響も意識して分析する
〇取組により効果が発現するタイミングが異なる点を考慮する 〇政策が実施される前のデータを把握して分析する
〇政策効果の有無について、恣意的に結果を取り上げることなく、公平に評価する

データ
活用の視点

〇より高頻度に施策の方向性をチェックするKPIを検討する 〇データの精度を上げる
〇データのオープン化を検討する 〇他のデータベースとの連携を検討する

その他
〇他分野・他省庁との連携を検討する 〇分析結果の好事例などについて広く周知する
〇分析途上のものでも政策への反映を検討する



【人材育成・職業訓練】
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【人材育成・職業訓練】

１．狙い

職業訓練や雇用保険の業務データ等を用いて公共職業訓練等の効果の分析を行い、今後の施策に反映させる

２．具体的な検証項目

担当府省 対象施策
工程表
の箇所

確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

1
内閣府
厚労省

雇用・就労
に係る施策
（職業訓練
等）

歳出12
(p114)

・公共職業訓練等の効果の分析
・その他雇用・就労に関するエビデンス等
についても、分析することを検討

・内閣府・厚生労働省・学識有識
者において、主な論点や今後の検
討の進め方等について議論を実施。
・公共職業訓練の効果の分析結果
を踏まえ、施策への反映を検討し
つつ、他の雇用・就労に関するエ
ビデンスについて検討を進める。

・職業訓練や雇用保険の
業務データ等
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2021年4月1日

2022年４月11日

公共職業訓練の効果分析について
厚生労働省説明資料

参考資料１【人材育成・職業訓練】 １．雇用・就労に係る施策（職業訓練等）：厚労省、内閣府
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分析の目的・主な分析結果（１）
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○政府全体でEBPM（証拠に基づく政策立案）を進めている中で、離職者に対して実施される公共職業
訓練（離職者訓練）において、再就職や他の産業への労働移動に寄与する等の効果が見られるか、行
政記録情報を用いて分析を行って現状を把握し、今後の施策への反映にむけての検討を行った。

○傾向スコアマッチング法などを用いて訓練による再就職の効果を検証したところ、公共職業訓練を受
講することにより、新職に再就職しやすくなる傾向が見られ（→４ページ）、訓練の種別に関わらず
同様に再就職しやすい傾向がある（→５ページ）ため、期待される効果が認められた。労働市場整備
が求められている中で、職業訓練施策を推進していくことは、安定的な雇用の実現のためには不可欠
であるといえる。

○その中でも、今後労働需要が高まると考えられる介護・福祉分野やIT等の分野に関しては、次頁のよ
うな考察が得られた。



分析の目的・主な分析結果（２）

8

【介護・福祉分野】

 介護・福祉分野については、「医療，福祉」以外の産業の離職者が訓練を受講することで、「医療，福祉」への移動に及ぼ
す効果が見られ、他産業からの労働移動を促進する効果が見られた（→６ページ）。人手不足の介護業界を支える人材確保
のために、介護分野における職業訓練の量的拡充が選択肢としてありうる一方、介護・福祉分野の訓練の定員の充足率が相
対的に低い現状（→７ページ）を鑑みれば、受講者を如何に確保していくかが重要な課題であると考えられる。

 介護・福祉職とのタスクの距離に着目した分析によれば、幅広い求職者が潜在的に介護・福祉分野の訓練対象者となり得る
と考えられる（→７ページ） 。介護職以外の職種出身者もより簡便に訓練を受けられるようにするため、例えば、現在講じ
ている短期間・短時間訓練の特例措置の効果を見極めた上で、感染収束後も継続するなど、受講者の裾野を広げる取組も有
効ではないか。

 また、介護・福祉職と前職とのタスクの距離が近い者では訓練効果もより高い可能性がある（介護・福祉職により適性があ
る可能性がある）一方で、必ずしもタスク距離が近い職種の経験者は介護・福祉の訓練を受講していない傾向がみられた
（→８ページ）。このため、タスク距離が近い職種の求職者に対して、介護の魅力に加え、タスクの類似性も伝えるなどし
て、紹介する工夫も必要ではないか。

【ＩＴ分野】

 ＩＴ分野については、知識習得の難度からか、他の職業から情報技術者への移動を促進しているエビデンスは確認できな
かった（→６ページ） 。また、ＩＴ分野の受講者は事務職から事務職への転職をしやすく、事務職における関連就職をして
いる（IT分野の訓練が就職に役立っている）者が一定割合みられる（→９,10ページ）。企業のＤＸやデジタル化が進む中で、
今後ITリテラシーが事務職にもさらに求められることに鑑みれば、ＩＴ分野の訓練を受講し、事務職に就職した者の具体的
な仕事内容が不明であるため、この点を明らかにしつつ今後の施策を検討していく必要がある。

 また、IT分野の訓練を受けた女性が情報技術者に就職しにくい状況にある。（→10ページ）これを踏まえ、女性に対して訓
練受講後の情報技術者としての就職のイメージを持てるよう機会を設けていくことも必要ではないか。



訓練受講による再就職への影響
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前職離職日からの再就職までの期間をみると、訓練受講者は離職後150日前後から大きく無業者割合が低下し、再就職
した者の割合は高い。また、傾向スコアマッチングによる回帰分析の結果をみても、訓練受講者は訓練非受講者と比
較して再就職する確率が高くなっている。

再
就
職
し
た
者
の
割
合

無
業
者
の
割
合

離職をして間もなくは、訓練を
受けている期間のため、多くが

無業のままである

訓練非受講者

訓練受講者

注）
１．Kaplan-Meier法によってグラフを表示している。
２．分析の対象サンプルはAppendixで示したとおりだが、再就職への影響を見るために、訓練受講後の

日数をある程度確保する観点から、訓練期間が１年以上、訓練開始が2021年以降の者は対象外とする。
３．未就職者（右側打ち切り）については離職日から観察期間の最終日（2021年７月31日）までの日数である。

訓練受講終了後
は着実に再就職
できている

前職
離職日

前職を離職してからの日数

訓練受講有無別 無業者の割合 再就職への回帰分析結果

注）
１．（ ）内の値は標準誤差、***は1%有意水準で有意
であることを示す。

２．マッチング法は、最近傍法（Nearest Neighborhood）
を用いて、訓練非受講者の中から訓練受講者のデータに
類似するといえるサンプルのみに限定した分析となって
いる。

==============================
被説明変数:１=再就職した、0=それ以外
----------------------------

最小二乗法 マッチング法
-----------------------------------------
訓練受講 0.436***      0.285***   
ダミー (0.002)        (0.004)   

Constant        0.283***      0.433***   
(0.0004)       (0.003)   

-----------------------------------------
Observations   1,196,434       68,537    
Adjusted R2      0.026          0.084    

==============================
Note:     *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01



訓練種別再就職への影響
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代表的な訓練種別ごとに訓練終了後（訓練非受講者については離職後）の無業者の割合の推移を見ると、いずれの
訓練分野についても、訓練非受講者と比較すると無業者の割合は速やかに減少しており、特に介護・医療・福祉分
野や機械・金属・電気分野においては、他の訓練分野と比較しても訓練終了後に比較的早く再就職する傾向がある。

再
就
職
し
た
者
の
割
合

無
業
者
の
割
合

訓練種別 無業者の割合の推移

医療事務分野

介護・医療・福祉分野 機械・金属・電気分野

建設関連分野
訓練非受講

営業・販売・事務分野

IT分野

注）
前ページ「訓練受講有無別 無業者の割合の推移」の注１～３と同じ



新職の産業・職業と主要な訓練種別 他産業・職業からの移動者割合
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訓練を受講することで他の産業・職業からの労働移動が促進されているかを把握するため、主な訓練種別において、
新職の就職者のうち他の産業・職業からの移動者割合をみた。新職が医療・福祉のサービス職（介護・福祉職員を
想定）である者の移動者割合は、新職に関連した介護等の訓練を受けた者において、他の訓練受講者や訓練非受講
者よりも高い傾向が見られる。一方、新職が情報通信業・技術職の移動者割合は、新職のタスクに関連する訓練を
受講したかにかかわらず、顕著な差が見られない。

新職の産業・職業、訓練受講の有無別 他の産業・職業からの移動者割合

訓練受講 訓練受講 訓練受講

新職のタスクに
関連した訓練

92.2%
83.1% 76.9%

7.8%
16.9% 23.1%
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新職：医療・福祉のサービス職

90.7% 89.8%
81.5%

9.3% 10.2%
18.5%
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新職：医療・福祉の事務職

92.2% 92.4%
76.9%

7.8% 7.6%
23.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ｉ
Ｔ
分
野
訓
練
受
講

そ
の
他
訓
練
受
講

訓
練
非
受
講

新職：情報通信業の技術職

前職の産業・職業
のいずれかが新職
と異なる
＝他の産業・職業
からの移動者割合

前職が新職と同じ
産業・職業

注）「新職」とは、離職者で再就職した者の再就職先を指す。



介護・福祉分野の訓練に関する分析（１）
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○講座別の公共職業訓練の応募倍率・定員充足率をみると、介護系訓練の応募倍率・定員充足率は比較的低い。

○介護・福祉分野の訓練受講者について、前職の職種と介護・福祉職とのタスクの距離と、訓練に関連した就職者割合の関
係をみると、介護・福祉職とのタスクの距離が近いグループでは訓練に関連した就職をしている者がやや多い一方、前職
の介護・福祉職とのタスク距離が遠いグループでも、一定程度訓練に関連した就職をしている。

注）１．前職の職業と介護・福祉職とのタスクの距離に対して、「介護・医療・福祉分野」の訓練に関連した仕事に就職をした者の割合を縦軸にプロットしたもの。円
の大きさは訓練受講者数を示す。

２．福祉職と前職とのタスク距離は、 JILPT資料シリーズNo240「職業情報提供サイト（日本版 O-NET）のインプットデータ開発に関する研究（2020年度） 」よりダウ
ンロードした職業別の「仕事の内容」41項目のスコアを使用し、以下のとおりユークリッド距離により算出した。

３．前職が介護・福祉職に含まれる３職種（「訪問介護職」「施設介護員」「保育士」）である者は除いている。
４．介護・福祉職との距離に応じて（33パーセンタイル、66パーセンタイル、100パーセンタイル）３つのグループに区別している。

福祉職との
タスク距離
が遠いグ
ループでも
訓練に関連
した就職を
している。

福祉職との距離が近い職種
福祉職との距離が
中程度の職種 福祉職との距離が遠い職種

福祉職とのタス
ク距離が近いグ
ループでは訓練
に関連した就職
をしている者が
やや多い。

福祉職と前職とのタスク距離と介護等の訓練に関連した就職者割合との関係

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

公共職業訓練の応募倍率・定員充足率（Ｒ２年度）

系列1 系列2

（倍）

資料出所：厚生労働省資料

𝐷𝐷𝐽𝐽 = (𝑊𝑊1 − 𝐽𝐽1)2+(𝑊𝑊2 − 𝐽𝐽2)2+⋯+ (𝑊𝑊41 − 𝐽𝐽41)2 𝐷𝐷𝐽𝐽：職業Jと福祉職Wとのタスク距離 𝑊𝑊𝑖𝑖 , 𝐽𝐽𝑖𝑖：福祉職W、職業Jの活動項目iのスコア（1～5）



介護・福祉分野の訓練に関する分析（２）
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○介護・福祉分野の訓練を受講する割合が高い前職職種をみると、タスクの距離が近い医療・福祉系の職種が上位に
多くなっている。

○他方、必ずしも介護・福祉職とのタスク距離が近くない前職職種（ビル・建物清掃員や事務職など）の者も上位に
含まれている。

離職前職業小分類 職業訓練受講者数 訓練受講者に占
める割合 福祉職との距離

1看護助手 13 6.6% 3.488

2ビル・建物清掃員 7 4.8% 6.313

3福祉施設指導専門員 6 2.1% 1.983

4
他に分類されないサービ
スの職業 5 1.8% 2.703

5施設介護員 16 1.6% 1.322

6保育士 6 0.9% 1.227

7医療・介護事務員 7 0.8% 4.771

8小売店販売員 18 0.8% 2.965

9総合事務員 24 0.8% 4.190

10調理人 6 0.8% 3.209

11営業・販売事務員 6 0.6% 3.067

介護・福祉分野の訓練を受けている者の割合が高い前職職種上位 （参考）介護・福祉職とのタスク距離が遠い職種上位20

厚労省職業 福祉職との距離
1電車運転士 4.342
2画家、書家、漫画家 4.377
3弁護士 4.428
4情報処理プロジェクトマネージャ 4.511
5その他の外勤事務の職業 4.526
6軽作業員 4.696
7医療・介護事務員 4.771
8駐車場・駐輪場管理人 4.773
9マンション・アパート・下宿管理人 4.896

10公認会計士 4.900
11輸送用機械器具整備・修理工（自動車を除く） 4.998
12倉庫作業員 5.084
13著述家 5.249
14会社の管理職員 5.366
15製品包装作業員 5.427
16家政婦（夫）、家事手伝 5.485
17荷造作業員 5.534
18データ入力係員 5.535
19選別作業員 5.953
20ビル・建物清掃員 6.313注）

１．「介護・福祉分野の訓練を受けている者の割合が高い前職職種上位」は、前職職種別の訓練受講者のうち、介護・福祉分野の訓練を受講している者の割合が高
い職種を上位から並べたもの。

２．「介護・福祉分野の訓練を受けている者の割合が高い前職職種上位」は、介護・福祉分野の訓練受講者数が５人以上の職種について集計している。



ＩＴ分野の訓練に関する分析（１）
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○ＩＴ分野の訓練受講者が就職した産業・職業を見ると、情報通信業の専門的・技術的職業（以下「情報技術者」と
いう。）は5.8%だが、新職産業・職業の上位であるサービス業や公務等の事務職においても、関連就職をしている
者が一定割合みられる。

ＩＴ分野訓練受講者の新職産業・職業（主なもの抜粋）

注）上記グラフの横幅は信頼区間、標準誤差は分散不均一に頑健なものを使用

ＩＴ分野訓練受講者の新職産業・職業別 訓練に関連した就職割合

IT分野の訓練
を経て事務職
に就職した者
でも訓練に関
連した就職を
した者が一定
割合存在



ＩＴ分野の訓練に関する分析（２）
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○ＩＴ分野の訓練受講者について、前職が派遣労働者や事務職であると、新職はサービス業の事務職になりやすい傾
向がある。

○新職の産業・職業に関する回帰分析を行ったところ、女性は情報技術職になりにくい傾向がうかがえる。また、年
齢が高くなるにつれて情報技術職になりにくい傾向もみられる。

被説明変数（新職の産業職業）：

説
明
変
数

ＩＴ分野の訓練受講者のうち、新職が「サービス業・事務系職業」に
なる確率の線形回帰分析

注）上記グラフの横幅は信頼区間、標準誤差は分散不均一に頑健なものを使用

前職が派遣や事
務職であると、
新職はサービス
業の事務職にな
りやすい

ＩＴ分野の訓練受講者のうち、新職が「情報技術者」になる確率の
線形回帰分析

年齢が高くなる
につれて情報技
術職になりにく

い

女性は、新職
が情報技術職
になりにくい

被説明変数（新職の産業職業）：

説
明
変
数



【参考】公共職業訓練の効果分析において活用するデータ

公共職業訓練の受講有無、再就職の有無に応じて以下のグループＡ～グループＤのパターンが考えられる。前職が雇
用保険の適用者で、2020年１月～６月において離職した後、ハローワークに求職申込をした者に限った分析を行う。
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ハローワークに求職申込をした者（1 1 9 .7万人） 求職活動をしない、または民間の職
業紹介等他の手法の利用（※１）

訓練受講者
（ 3 . 5万人）

訓練非受講者
（ 1 1 6 . 1万人）

新職に就職 新職に就職

グループＡ
（2.5万人）

再就職せず
（※３）

2 0 2 0年１月～6月において前職を離職した者

前職で雇用保険が適用されていた者（3 9 6 . 7万人）
前職で雇用保
険が非適用

2020年中に訓練を開始したか？
（※２）

2021年7月までに

雇用保険

職業紹介

訓練

雇用保険

グループB
（1.0万人）

グループC
（32.8万人）

グループD
（83.3万人）

再就職せず
（※３）

※１ 職業紹介の求職台帳と雇用保険の得喪情報
を雇用保険の被保険者番号をキーにして紐付けしている。
このため、被保険者番号が判明しない者は、
ハローワークで求職申込をした者であっても、
紐付けできないため、分析の対象外とする

※２ 2021年以降に訓練を開始した者及び受講した訓練期
間が1年以上である者（計0.4万人）は、訓練を受講し
た後、データの観測期間終了時期である2021年7月末
まで期間が短く、多くが再就職していないため、分析
の対象外とする。

※３ 新職への就職は、雇用保険の得喪情報により判断する
ため、ハローワークで紹介された仕事以外の就職も新職
への就職に含む。一方、雇用保険が非適用の仕事への
就職は、再就職しないケースに含まれる。



【参考】傾向スコアマッチングに用いた共変量

17

説明変数 内容

性別ダミー 女性(=1)を表すダミー

年齢 年齢（訓練受講者は訓練終了時、訓練非受講者は求職受理時）

60歳以上ダミー 年齢が60歳以上の場合(=1)を表すダミー

配偶者有無ダミー 配偶者が有る場合(=1)を表すダミー

学歴ダミー 最終学歴について、大学・大学院卒、高校卒、高専卒、専門学校卒のそ
れぞれの区分について、当てはまる場合(=1)を表すダミー

前職雇用形態ダミー 前職の雇用形態について、正規雇用又は常用、派遣、パート、有期雇用
の各形態について、当てはまる場合(=1)を表すダミー

就職緊要度ダミー 就職緊要度から、就職を急いでいるかどうか、安定所の支援を期待する
かどうかのそれぞれに当てはまる場合（=1）を表すダミー

事業主都合離職ダミー 前職の雇用保険資格の喪失原因が３（事業主都合離職）の場合（=1）を
表すダミー

前職在職月数 前職の雇用保険資格取得日から離職日までの期間（月数）

失業期間 前職の離職日から、再就職者は新職の資格取得日まで、未就職者は観察
期間の最終日（2021年７月31日）までの日数

前職入職時賃金 前職の入職時の賃金（対数値）

正社員希望ダミー 正社員就職を希望している場合（=1）を表すダミー

居住都道府県の2020年失業率 居住地の都道府県の2020年平均の完全失業率

居住都道府県の失業率前年差（2019→2020） 居住地の都道府県の2020年平均の完全失業率の前年差（％ポイント）

居住都道府県の2020年有効求人倍率 居住地の都道府県の2020年平均の有効求人倍率

居住都道府県の求人倍率前年差（2019→2020） 居住地の都道府県の2020年平均の有効求人倍率の前年差（ポイント）

前職産業ダミー 前職の産業（大分類）ダミー

前職職業ダミー 前職の職業（大分類）ダミー



【参考】傾向スコアマッチングにおけるロジスティック回帰の結果

18注）（）内は標準誤差

================================
被説明変数：１=訓練受講、0=それ以外

-----------------------------------------------------
女性 0.533*** (0.014)      
年齢 0.004*** (0.001)      
６０歳以上 -1.294*** (0.024)     
配偶者有 -0.276*** (0.012)     
大卒以上 0.699*** (0.030)      
高卒 0.466*** (0.029)      
専門学校卒 0.517*** (0.032)      
短大卒 0.726*** (0.032)
就職を急ぐ -0.373*** (0.012)
安定所支援期待 0.170*** (0.015) 
前職在職月数 0.001*** (0.0001)
失業期間 -0.002*** (0.00003)
事業主都合離職 0.025 (0.015)
前職正規_常用 -0.057** (0.027)
前職派遣 0.112*** (0.034) 
前職パート 0.017 (0.032)
前職有期 0.106*** (0.029)
正社員希望 0.558*** (0.014)
log(前職入職時賃金)                 -0.038** (0.016)
都道府県失業率２０ -0.066*** (0.015)
都道府県失業率前年差 -0.353*** (0.029)
都道府県求人倍率２０ 0.232*** (0.041)
都道府県求人倍率前年差 0.765*** (0.051)

前職産業サービス -0.043* (0.023)
前職産業医療_福祉 -0.313*** (0.024)
前職産業卸小売 -0.037* (0.022)
前職産業学術専門技術 -0.079*** (0.029)
前職産業教育 -0.250*** (0.038)
前職産業金融保険 0.006 (0.038)
前職産業建設 -0.223*** (0.038)
前職産業公務 -0.206*** (0.035)
前職産業鉱業 -0.478 (0.338)
前職産業宿泊飲食 -0.190*** (0.032)
前職産業情報通信 0.016 (0.033)
前職産業生活娯楽 -0.012 (0.034)
前職産業電熱水 -0.037 (0.124)
前職産業農林 -0.163 (0.120)
前職産業不動産 -0.150*** (0.043)
前職産業複合サービス 0.026 (0.051)
前職産業不明 -0.006 (0.139)
前職職業サービス 0.164*** (0.023)
前職職業運搬清掃 -0.123** (0.048)
前職職業管理 0.018 (0.042)
前職職業建設 -0.187*** (0.067)
前職職業事務 0.236*** (0.021)
前職職業専門技術 0.055** (0.024)
前職職業農林漁業 -0.330*** (0.104)
前職職業販売 0.238*** (0.025)
前職職業保安 0.109 (0.073)
前職職業輸送機械運転 -0.259*** (0.037)
Constant                                        -3.238*** (0.205)
-----------------------------------------------------
Observations                            1,196,434         
===============================
Note:             *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01



【社会保障】
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【社会保障：予防・健康づくりの推進】

政策目標：社会全体の活力を維持していく基盤として、予防・健康づくりの推進や高齢者の就業・社会参加率の向上等の観点から、
2040年までに健康寿命を男女ともに３年以上延伸し、75歳以上とすることを目指す。具体的には、先進事例の横展開や
インセンティブの積極活用等を通じて糖尿病等の生活習慣病の予防・重症化予防や認知症の予防等に重点的に取り組む。

KPI第２階層 KPI第１階層

○糖尿病有病者の増加の抑制
○メタボリックシンドロームの該当者及び
予備群の数

○特定健診・特定保健指導の実施率

１．政策体系の概要

２．狙い

政策目標、KPI第１階層、KPI第２階層の関係の明確化

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策 工程表の箇所 確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

１厚労省
特定健診・
特定保健指
導

社保2
(p6)

特定健診・特定保健指導の効果、効率的・効
果的な実施方法

2024年度からはじま
る第４期実施計画の
策定に向けた見直し
の中で検討。（2021
年12月に検討会で議
論を開始）

・NDBデータ、介護DBデータ
（連結解析を含む）
・このほか検討状況を踏まえ、必
要なデータを検討

20



諸外国における予防・健康づくりのエビデンスレビュー（文献検索）

 健診項目

21

一般集団へのスクリーニング ハイリスク集団へのスクリーニング
（健診項目以外の年齢・既往歴等の情報から対象者を決定する方法）

高血圧 18歳以上の成人に高血圧のスクリーニングを推奨 【Grade A】 40歳以上あるいは高リスク集団には毎年のスクリーニングを推奨

糖尿病 肥満、妊娠糖尿病歴、家族歴などの情報を基にスクリーニング対象を
選択することを推奨

40～70歳の過体重または肥満の成人を対象に、心血管リスク評価の
一環として血糖異常のスクリーニングを行うことを推奨 【Grade B】

脂質異常症 40－75歳の集団において5年ごとに心血管リスク因子をスクリーニング
して、スタチンの一次予防導入を推奨 【Grade B】 心血管リスクの高い集団にはスクリーニング間隔を狭めることを推奨

肥満 2012年のガイドはすべての成人に肥満のスクリーニングを行うことを推
奨 【Grade B】

スクリーニングに組み合わせられた生活指導 生活指導一般（参考）

高血圧 生活習慣病一般に対する生活指導として言及

高血圧、脂質異常症、あるいは10年心血管リスクが7.5％を超える持
つ成人に対して、健康的な食事と身体活動を促進するための行動カウ
ンセリング介入を提供または紹介することを推奨
【Grade B】

糖尿病
糖尿病患者に対して行動療法（健康的な食事と運動習慣の指導）
を行うことを推奨
血糖異常者に対して、健康的な食事と身体活動を促進するための集
中的な生活指導介入を推奨 【Grade B】

脂質異常症
1つ以上の心血管リスク因子（脂質異常症、糖尿病、高血圧、喫煙
など）を有し、10年心血管リスクが10％以上である心血管疾患の既
往歴のない成人に対して、心血管イベントの予防のために低用量から
中用量のスタチンを使用することを推奨 【Grade B】

肥満 BMIが30以上の成人に対して、臨床医による集中的な行動療法によ
る介入を推奨 【Grade B】

 保健指導

• 大規模実証事業（特定健診・保健指導）において、諸外国における予防・健康づくりに係るエビデ
ンスレビュー（文献検索）を実施。

• USPSTF（米国予防医学専門委員会）のエビデンスレビューにより、高血圧・糖尿病・脂質異常
症・肥満に対するスクリーニング検査・生活指導介入の有益性が高いものとして推奨されているこ
とを確認。

21

※USPSTF（米国予防医学専門委員会）とは、エビデンスレベルに応じて、予防サービスの格付けを行う米国の学術組織。GradeはUSPSTFの推奨。Gradeは、推奨の度合
いを表し、５種類（A（有益性が非常に高いことが確定的）、B（有益性が中程度が確定的）、C（有益性が小さい・確実性は中程度）、D（有益性がない）、I（エビデン
スは不十分））ある

【社会保障】

１．特定健診：厚労省
参考資料１



我が国の特定保健指導の効果分析
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 結果：特定保健指導と３年後の検査値等の変化 （（ ）内は95%信頼区間・太字は統計学的に有意な差）

体重
(kg)

収縮期血圧
(mmHg)

HbA1c※
(%)

LDLコレステロール
(mg/dL)

＜特定保健指導の対象者に選定されたことの効果＞

女性 -0.14kg
(-0.17 ～ -0.09)

-0.02
(-0.18 ～ +0.20)

-0.01%
(-0.02 ～ -0.01)

-0.19
(-0.91 ～ +0.99)

男性 -0.09kg
(-0.10 ～ -0.06)

-0.07
(-0.12 ～ +0.03)

-0.004%
(-0.006 ～ -0.001)

-0.54
(-1.08 ～ +0.18)

＜特定保健指導の実施の効果＞
女性 -1.04kg

(-1.33 ～ -0.66)
-0.13

(-1.36 ～ +1.49)
-0.07%

(-0.12 ～ -0.04)
-1.44

(-6.87 ～ +7.42)

男性 -0.87kg
(-0.96 ～ -0.61)

-0.63
(-1.14 ～ +0.28)

-0.03%
(-0.06 ～ -0.01)

-5.08
(-10.21 ～ +1.63)

※１～２ヶ月の血糖値の変動を反映する検査値。

NDBに含まれる2008～2018年の39～75歳の約4400万人分の特定健診・特定保健指導データを用いて、特定保
健指導が検査値等の変化に与える影響を検討した。３年および5年後までの健診結果（体重、収縮期血圧、HbA1c、
LDLコレステロール）に特定保健指導が与える影響を回帰不連続デザインで推定した。

 解析方法

• 大規模実証事業（特定健診・保健指導）において、NDBデータを用いて特定保健指導が健診結果に
与える影響を、回帰不連続デザインを用いて推定。
－ 体重・HbA1cについては統計学的に有意な減少が認められたが、収縮期血圧・LDLコレステロールについて

は改善傾向を示しているものの、有意差が認められなかった。
－ これらの変化が、生活習慣病や心血管病の発症予防においてどの程度寄与しているのかは引き続き詳細な検討が必要。

参考資料２【社会保障】

１．特定健診：厚労省
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モデル実施による積極的支援【2018年度から実施】従前の積極的支援

※厚生労働省に実施計画を提出する必要あり。提出していない保険者においてモデル実施した場合は、特定保健指導とはみなさない。
※行動計画の実績評価の時点で腹囲及び体重の値が改善していない場合は、その後追加支援を実施し180ポイント以上に達すれば積極的支援
を実施したこととする。

※3ヶ月の介入の成果は、当該年の健診時の体重の値に、 0.024 を乗じた体重（ kg ）以上かつ同体重と同じ値の腹囲 cm以上減少している
ことでも可

• 保健師等の専門職による面談、
電話やメール等による支援を実施

• 支援の投入量に応じてポイント
を付与し、３ヶ月間の介入量
（180ポイント）を評価

• 継続的な支援の提供者や方法を緩和。成
果を出せる方法を保険者が企画して実施

• ３ヵ月間の介入の成果（腹囲２㎝以上、
体重２kg以上の改善）を評価

1.概要

2.モデル実施に係る取組例
（２）スポーツジム等の活用
・スポーツジムと契約し、施設
の利用、トレーナーによる指
導を提供
・スマホを活用した遠隔面談で
トレーナーによる運動指導

（３）アプリ等の活用
・日々の歩数をアプリに記録し、
成果の確認や運動・栄養指導
・食べたメニューを写真添付し、
食事指導。対象者の関心に併
せた情報提供

（１）事業主と連携
・福利厚生の健康ポイン
トを腹囲の減少量に応
じて付与
・事業主が従業員と面談
する機会を活用して保
健指導

参考資料３【社会保障】

１．特定健診：厚労省

特定保健指導のモデル実施



（参考）モデル実施に係る特定保健指導の効果検証の概要

• 2018年度に、積極的支援の全てをモデル実施で実施した保険者における積極的支援対象者（n=8,650）について、モデル実施導入に
係る効果を検証

（A：モデル実施導入前後の比較）
• モデル実施による1年後の検査値の変化と、従来の積極的支援による1年後の検査値の変化について比較検証。

（B：モデル実施終了の効果の比較）
• 1年後の体重・腹囲の減少の継続状況や、血圧やHbA1c、コレステロール等の他の検査値への影響について検証。

【対象者の定義】
モデル実施終了者：3か月後に2cm・2kgの改善を達成した者
積極的支援終了者：3か月後に2cm・2kgの改善を達成できず、従来の180ptの支援に切り換え、支援終了の条件を満たした者
（モデル実施者：モデル実施終了者及び積極的支援終了者）
積極的支援未実施者：積極的支援の対象者であったが、特定保健指導を受けなった者

積極的支援対象者 モデル実施対象者 モデル実施終了者

モデル実施未達成者

積極的支援（180p）
終了者

積極的支援（180p）
未実施者

モデル実施実施者
3か月後に2cm・2kg減
を達成：449人

【2018年度→2019年度の対象者の区分】

【2017年度→2018年度の対象者の区分】

積極的支援（180p）
終了者

積極的支援（180p）
未実施者

180pの支援終了：916人
積極的支援対象者

B.モデル実施終了の効果の比較

8,650人

7,651 人

7,470人

180pの支援終了：550人

8,386人

A.モデル実施導入前後の比較
24

【社会保障】

１．特定健診：厚労省
参考資料４－１
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• 従来の積極的支援終了者と同様に、モデル実施者（モデル実施終了者及びモデル実施未達成者で積極的支援終了
者）は、積極的支援未実施者と比較して、翌年度の健診時に、ほとんどの検査項目で数値の改善傾向を認めた。

A：モデル実施導入前後の比較

※ HbA1c、LDL-Cについては、集計対象のうち、検査値が格納されている者の値を用いて算出
※ P値は、Wilcoxonの順位和検定を用いて、積極的支援未実施者群との2群間における差異を検定

モデル実施者
（モデル実施終了者＋積
極的支援終了者）

N=999

積極的支援
未実施者

N=7,651

平均値 標準偏差 P値 平均値 標準偏差

体重（kg) -1.54 3.39 <0.01 -0.12 2.95

腹囲（cm） -1.73 3.76 <0.01 -0.13 3.40

BMI（kg/m2） -0.50 1.15 <0.01 -0.02 1.01

収縮期血圧
（mmHg） -2.31 12.38 <0.01 -0.57 13.63

拡張期血圧
（mmHg） -1.71 8.63 <0.01 -0.45 9.11

中性脂肪
（mg/dL） -27.53 132.99 <0.01 -14.27 129.39

N=987 N=7,527

HbA1c（%） -0.04 0.49 <0.01 0.01 0.54

N=875 N=5,450

LDL-C
（mg/dL） -1.65 21.89 0.44 -1.58 23.63

積極的支援終了者
N=916

積極的支援
未実施者

N=7,470

平均値 標準偏差 P値 平均値 標準偏差

体重（kg) -0.93 3.21 <0.01 -0.08 3.00

腹囲（cm） -1.24 3.68 <0.01 -0.14 3.54

BMI（kg/m2） -0.29 1.09 <0.01 -0.01 1.02

収縮期血圧
（mmHg） -1.74 13.10 <0.01 -0.06 13.06

拡張期血圧
（mmHg） +0.21 9.04 <0.01 +1.15 9.18

中性脂肪
（mg/dL） -27.20 130.11 <0.01 -13.63 131.91

N=901 N=7,345

HbA1c（%） -0.03 0.35 <0.01 +0.04 0.56

N=890 N=5,201

LDL-C
（mg/dL） +0.62 22.46 0.80 -0.26 22.81

【2017年度→2018年度での検査値の変化】
（従来の積極的支援）

【2018年度→2019年度での検査値の変化】
（モデル実施）

【社会保障】

１．特定健診：厚労省
参考資料４－２



• モデル実施終了者は、積極的支援未実施者と比較して、翌年度（2019年度）の健診時でも、腹囲及び体重が減少した
状態を維持できていた。⇒①

• モデル実施終了者については、血圧やHbA1c等の項目についても、数値の改善傾向を認めており、特定保健指導対象者
に関しては体重管理を続けることが生活習慣病の改善に寄与しうる可能性が示唆された。⇒②
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B：モデル実施終了の効果の比較

※ HbA1c、LDL-Cについては、集計対象のうち、検査値が格納されている者の値を用いて算出
※ P値は、Wilcoxonの順位和検定を用いて、積極的支援未実施者群との2群間における差異を検定

モデル実施終了者
N=449

積極的支援（180p）
終了者

N=550
積極的支援未実施者

N=7,651

平均値 標準偏差 P値 平均値 標準偏差 P値 平均値 標準偏差

体重（kg) -3.31 3.63 <0.01 -0.09 2.33 0.30 -0.12 2.95

腹囲（cm） -3.50 3.87 <0.01 -0.29 2.98 <0.05 -0.13 3.40

BMI（kg/m2） -1.11 1.23 <0.01 0.00 0.79 0.42 -0.02 1.01

収縮期血圧
（mmHg） -3.88 13.39 <0.01 -1.02 11.34 0.39 -0.57 13.63

拡張期血圧
（mmHg） -2.66 8.91 <0.01 -0.94 8.32 0.10 -0.45 9.11

中性脂肪
（mg/dL） -40.39 114.54 <0.01 -17.03 145.59 0.71 -14.16 129.39

N=443 N=544 N=7,527

HbA1c（%） -0.10 0.33 <0.01 0.00 0.59 0.60 0.01 0.54

N=340 N=535 N=5,450

LDL-C（mg/dL） -5.03 22.32 <0.01 +0.50 21.39 0.10 -1.58 23.63

①

②

【社会保障】

１．特定健診：厚労省
参考資料４－３



健康増進計画

特定健診・保健指導の見直しに係るスケジュール

27

R3(2021)
年度

R4（2022）
年度

R5(2023)
年度

R6(2024)
年度

医療費適正化計
画

（国）

医療費適正化計
画

（都道府県）

特定健診・保健指導
の見直し

4期計画
(2024~29)

・指標、目標作成
・医療費推計方法
検討

医療保険部会

第三期の進
捗と論点

提示

都道府県における
医療費適正化計画策定作業

全国医療費
適正化計画

提示
(3月頃)

第4期特定健康
診査等実施計画
(2024~29)

論点別の議論
（枠組み）

とりまとめ

まとめ

保険者における
第4期実施計画策定作業

第4期特定健診・保健指導の見直し検討会

とりまとめ

実施方法WG

報告

※今後の議論に応じて、必要があるときは、
追加のワーキンググループを設置する。

次期国民健康づ
くり運動プラン
(2024～)

検討会
次期プラン検討

次期プラン
公表

都道府県における
健康増進計画策定作業

評価委員会
健康日本21

（第二次）最終評価

報告設置

とりまとめ

令和４年１月25日

第１回 第４期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検
討会 効率的・効果的な実施方法等に関するWG 資料５

参考資料５【社会保障】１．特定健診：厚労省



【社会保障：予防・健康づくりの推進】

KPI第２階層 KPI第１階層

－

〇加入者や企業への予防・健康づくりや健康保険の大切さについて学ぶ場の提供、及び上
手な医療のかかり方を広める活動に取り組む、保険者の数

〇レセプトの請求情報を活用し、被保険者の全体像を把握した上で、特定健診未受診者層
や未治療者、治療中断者、治療中の者から事業対象者を抽出している自治体数

〇アウトカム指標を用いて事業評価を実施している自治体

１．政策体系の概要

２．狙い

健康寿命の延伸

３．具体的な検証項目

政策目標：社会全体の活力を維持していく基盤として、予防・健康づくりの推進や高齢者の就業・社会参加率の向上等の観点から、2040
年までに健康寿命を男女ともに３年以上延伸し、75歳以上とすることを目指す。具体的には、先進事例の横展開やインセン
ティブの積極活用等を通じて糖尿病等の生活習慣病の予防・重症化予防や認知症の予防等に重点的に取り組む。

整備プラン改定案（新規追加）

担当府
省

対象施策
工程表の
箇所

確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

1 厚労省
保険者インセ
ンティブ制度

社保19
（P16）

・予防・健康づくりの事業
の効果

令和３年度の予防・健康づくりの事業の結果を
EBPMアドバイザリボードに報告し、そちらでのご
指摘を踏まえてKPI第２階層の指標の検討を進め
る。

予防・健康づくりの事業における
データ等

※新経済・財政再生計画改革工程表2021（抄）
工程（取組・所管府省、実施時期） 22 23 24

19．保険者努力支援制度の評価指標への追加などインセンティブの一層の活用等
ａ．保険者インセンティブ制度の加減算双方向での評価指標による財政的インセンティブの一層の活用、戦略
的な情報発信などによる後押しにより、先進・優良事例の横展開を促進。
ｂ．保険者努力支援制度については、2021年度以降も加減算双方向での評価指標による財政的インセンティブ
を一層活用するとともに、「見える化」を促進する観点から市町村ごとの点数獲得状況を指標ごとに公表する。
ｃ．国民健康保険における取組に加えて、後期高齢者医療や被用者保険等その他の各医療保険制度においても、
評価指標や各保険者の取組状況等について、保険者等にとって活用しやすい形で見える化を進める。
ｄ．2024年度以降の後期高齢者支援金の加減算制度について、検討を行う。
≪厚生労働省≫

資料３
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参考資料①

加入者や企業への予防・健康づくりや健康保険の大切さについて学ぶ場の提供、
及び上手な医療のかかり方を広める活動に取り組む、保険者を2,000保険者以上とする。

具体的な取組例（ａ）
ⅰ）データヘルス等の取組を通じて、健康保険の大切さや上手な医療のかかり方を加入者に伝える取組を実施すること。
ⅱ）感染症をはじめとした病気の原因とその予防策、抗生物質による耐性菌リスクをはじめとした薬剤の効能や副作用につい

てセミナーを開くこと。
ⅲ）子供や若者の時からの健康な生活習慣づくりにも配慮した生活習慣病予防、全身の健康にも密接に関連する歯科疾

患、とりわけ歯周病予防について学ぶ機会を提供すること。
ⅳ）心の健康づくりについて一人ひとりの気づきと見守りを促す取組を実施すること。その際、ストレスマネジメント等について学

ぶ機会を提供すること。
ⅴ）企業が自社製品を通じて、予防・健康づくりに資する可能性について情報提供すること。
具体的な取組（ｂ）
ⅰ）生活習慣病の重症化予防に取り組むこと。その際、糖尿病や高血圧症等について、早期からの合併症発症予防・

重症化予防に取り組むこと。
ⅱ）薬剤の重複服薬・多剤投与を把握し、医療機関・薬局、訪問看護ステーション・看護小規模多機能型居宅介護事業

所等と共同して、ポリファーマシーの防止に努めること。
ⅲ）健康医療相談・セルフケアの推進等を通じて、医療の適正利用（重複・頻回・はしご受診の抑制等）を図ること。
ⅳ）歯や口腔の健康は全身の健康に寄与することから、かかりつけ歯科医へ定期的に歯科受診できる環境を整えること。

※具体的な取組（ｂ）ⅰ）～ⅲ）については、地域の医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会等と連携して取り組むこと。健康保険組合、共済組合及び国民健康保険組合に
おいては、専門職との連携でも要件を満たすものとする。

宣言４

【達成要件】
次の①～③について、すべて行われていること。
① 下記の具体的な取組例（ａ）を参考に、加入者や企業へ予防・健康づくりや健康保険の大切さについて学ぶ場を提供

する取組を一つ以上実施すること。また、下記の具体的な取組（ｂ）の中から、上手な医療のかかり方を広める活動に
関する取組を一つ以上実施すること。

② 参加者と非参加者との比較等により、①の取組（ｂ）に関する効果検証を行うこと。
③ ②の結果を広報媒体を通じて加入者へ周知すること。

健康づくりに取り組む５つの実行宣言2025
（日本健康会議）
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ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工 程（取組・所管府省、実施時期） 21 22 23
○糖尿病有病者の増加の抑制
【2022年度までに1,000万人以下】

○メタボリックシンドロームの該当者
及び予備群の数
【2022年度までに2008年度と比べて
25％減少】

○適正体重を維持している者の増加
（肥満（ＢＭＩ25以上）、やせ（ＢＭ
Ｉ18.5未満）の減少）
【2022年度までに
・20～60歳代男性の肥満者の割合
28％（BMI（体重kg÷身長m÷身長m）
の数値が25以上の者 / 調査対象者の
うち、20～60歳代男性で、身長・体
重を測定した者。国民健康・栄養調
査）
・40～60歳代女性の肥満者の割合
19％（BMI（体重kg÷身長m÷身長m）
の数値が25以上の者 / 調査対象者の
うち、40～60歳代女性で、身長・体
重を測定した者。国民健康・栄養調
査）
・20歳代女性のやせの者の割合20％
（BMI（体重kg÷身長m÷身長m）の数
値が18.5未満の者 / 調査対象者のうち、
20歳代女性で、身長・体重を測定した
者。国民健康・栄養調査）】

○かかりつけ医等と連携して生活習慣
病の重症化予防に取り組む自治体、広
域連合の数
【2020年度までに市町村：1,500、広
域連合：47】日本健康会議から引用

○レセプトの請求情報を活用し、被保
険者の全体像を把握した上で、特定健
診未受診者層や未治療者、治療中断者、
治療中の者から事業対象者を抽出して
いる自治体数
【増加】

○アウトカム指標を用いて事業評価を
実施している自治体
数【増加】

19．保険者努力支援制度の評価指標への追加などインセンティ
ブの一層の活用等

ａ．保険者インセンティブ制度の加減算双方向での評価指標に
よる財政的インセンティブの一層の活用、戦略的な情報発信な
どによる後押しにより、先進・優良事例の横展開を促進。

ｂ．効率的・効果的なデータヘルスの普及に向け、評価指標や
保健事業の標準化を検討。健康保険組合については、2020年度
の第２期データヘルス計画の中間見直し以降、保険者共通の評
価指標を導入し、健康保険組合間での実績の比較等を可能にす
る。

ｃ．保険者努力支援制度については、2021年度以降も加減算双
方向での評価指標による財政的インセンティブを一層活用する
とともに、「見える化」を促進する観点から市町村ごとの点数
獲得状況を指標ごとに公表する。

ｄ．国民健康保険における取組に加えて、後期高齢者医療や被
用者保険等その他の各医療保険制度においても、評価指標や各
保険者の取組状況等について、保険者等にとって活用しやすい
形で見える化を進める。

ｅ．2024年度以降の後期高齢者支援金の加減算制度について、
検討を行う。

≪厚生労働省≫

新経済・財政再生計画改革工程表2020 （令和２年12月18日）（抜粋）

社会保障 １．予防・健康づくりの推進

参考資料②
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新経済・財政再生計画改革工程表2021 （令和３年12月23日）（抜粋）

ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 工 程（取組・所管府省、実施時期）

19．保険者努力支援制度の評価指標への追加などインセン
ティブの一層の活用等

ａ．保険者インセンティブ制度の加減算双方向での評価指標
による財政的インセンティブの一層の活用、戦略的な情報発
信などによる後押しにより、先進・優良事例の横展開を促進。
ｂ．保険者努力支援制度については、2021年度以降も加減算
双方向での評価指標による財政的インセンティブを一層活用
するとともに、「見える化」を促進する観点から市町村ごと
の点数獲得状況を指標ごとに公表する。
ｃ．国民健康保険における取組に加えて、後期高齢者医療や
被用者保険等その他の各医療保険制度においても、評価指標
や各保険者の取組状況等について、保険者等にとって活用し
やすい形で見える化を進める。
ｄ．2024年度以降の後期高齢者支援金の加減算制度について、
検討を行う。
≪厚生労働省≫

ー

22  23  24

○加入者や企業への予防・健康づくり
や健康保険の大切さについて学ぶ場の
提供、及び上手な医療のかかり方を広
める活動に取り組む、保険者の数
【2025年度までに2,000保険者以上】
日本健康会議から引用

○レセプトの請求情報を活用し、被保
険者の全体像を把握した上で、特定健
診未受診者層や未治療者、治療中断者、
治療中の者から事業対象者を抽出して
いる自治体数
【増加】

○アウトカム指標を用いて事業評価を
実施している自治体
数【増加】

20．認知症等の社会的課題解決に資する研究開発や実装

ａ．認知症の危険因子、防御因子を特定し、病態を解明する
大規模コホート研究の実施。
ｂ．有効な認知症予防、診断・治療法の研究・開発を推進。
≪厚生労働省≫

○2025年までに、認知症の診断・
治療効果に資するバイオマーカー
の確立（臨床試験取得３件以上）、
日本発の認知症の疾患修飾薬候補
の治験開始

○薬剤治験に即刻対応できるコホート
を構築【薬剤治験対応コホート（Jー
TRC）におけるwebスタディ及びオンサ
イトスタディの登録者数の増加】

21．ゲノム医療の推進

ａ．全ゲノム解析等の推進
2019年に策定した全ゲノム解析等実行計画およびロードマッ
プ2021を患者起点・患者還元原則の下、着実に推進し、これ
まで治療法のなかった患者に新たな個別化医療を提供すると
とともに、産官学の関係者が幅広く分析・活用できる体制整
備を進める。
≪厚生労働省≫

○がん・難病の本態解明
○創薬等の産業利用
○効果的な治療・診断方法の開発
促進【ＫＰＩについては、今後、
全ゲノム解析等の推進に関する専
門委員会において、全ゲノム解析
等実行計画（第２版）を策定し、
それを踏まえ、設定予定】

【2019年に策定した全ゲノム解析等実
行計画（第１版）およびロードマップ
2021に掲げられたがん・難病全ゲノム
解析等の工程表に基づき先行解析
（2021年度：がん領域 9,900症例、難
病領域 3,000症例）を実施し、解析結
果等を踏まえ、今後の本格解析に向け
た実行計画（第２版）の策定を行う】

社会保障 １．予防・健康づくりの推進
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重症化予防プログラムの効果検証事業

● ねらい：人工透析移行ストップ

● 実証の手法
現在、保険者においては、糖尿病性腎症重症化予防プログラム（平成28年４月策定、平成31年４月改定）に基づき、健

診・レセプトデータを活用して抽出したハイリスク者（糖尿病治療中の者や治療中断かつ健診未受診者等）に対し、かか
りつけ医や専門医等との連携の下、受診勧奨・保健指導の取組を実施している。
実証においては、①保健指導等の介入を受けた糖尿病性腎症患者の検査値等の指標の変化を分析、②糖尿病性腎症未治療
者と治療中断者への医療機関への受診勧奨の有効性の分析、③NDBやKDBを活用し、長期的な検査値の変化や重症化リス
クの高い対象者の特徴について分析を実施する。これらの分析により、介入すべき対象者の優先順位や適切な介入方法等
を検討する。
【事業規模】
・実施主体（保険者）200程度

● 実証のスケジュール（案）

○ 人工透析の主な原疾患である糖尿病性腎症の重症化予防は、健康寿命の延伸とともに、医療費適正化の観点で喫緊の
課題である。

〇 専門医療機関等における介入のエビデンスは存在するが、透析導入患者をみると適切に医療を受けてこなかった
ケースも多く、医療機関未受診者を含めた戦略的な介入が必要である。このため、保険者において実施されている
重症化予防の取組について、腎機能等一定の年月を必要とする介入・支援の効果やエビデンスを検証する。

実証事業の
枠組みを検討 実証の実施（実施～評価まで） 結果を踏まえ、保険者等による

予防健康事業等への活用

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度～2025年度

・実証事業全体のスキー
ムにおける位置づけを
検討

・既存の研究事業の効
果検証の結果を踏ま
え、実証事業に反映

・実証フィールドの検証
（市町村など200保
険者）

・実証フィールド（200
保険者）での実施

・病期別の介入とデータ
収集

・実証フィールド（200
保険者）での実施

・実証分析・評価：第
三者の視点も加えて
実施

・糖尿病性腎症重症化予防プログラム等への反映を検討

参考資料③
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糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証等事業

① 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの介入効果の検証

事業の目的・概要

○国保データベース（KDB）システムを活用し、下記の分析を行う。
・介入群の保険者において、介入（保健指導等）を受けた糖尿病性腎症患者の検査値等の指標の変化を分析（研究班の分析を継続）
・介入群と対照群の保険者における糖尿病性腎症患者について、介入の有無による検査値等の指標の変化を比較分析
【指標（例）：腎症病期ごとの糖尿病性腎症にかかる指標（HbA1c、eGFR等）の変化（病期別解析）、未受診者においては受診率】

○参加市町村には、個別にデータ分析結果をフィードバックする。また保険者支援を目的としたワークショップを開催し結果を報告する。
○分析結果は、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの内容の更新に活用予定。

分析内容と結果の活用

33

糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果を明らかにする。

目的

実施期間：令和３年４月～令和５年３月
対象：193市町村

・介入群（99市町村）：研究班※に参加されている保険者
・対照群（94市町村） ： 2018年度時点で糖尿病性腎症重症化予防事業を実施していない保険者

方法

※ 糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証と重症化予防のさらなる展開を目指した研究 （研究代表者：津下一代）

スケジュール

保
険
者

事務局

介入群の
保険者

対照群の
保険者

令和４年度令和３年度

３月 ３月・・・４月

介入対象者
一覧の提供

フィード
バック

フィード
バック

KDBデータ抽出・分析
（～令和3年度分）

フィード
バック

KDBデータ抽出・分析
（～令和2年度分）



糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証等事業

② 糖尿病性腎症未治療者及び治療中断者への受診勧奨の有効性検証
事業の目的・概要

令和3年度スケジュール

実施期間：令和３年４月～令和５年３月
対象：26市（被保険者数１万～５万人規模）
方法：市毎に介入群・対照群へランダムに割付け、それぞれ受診勧奨を実施する。

・介入群（13市）：糖尿病性腎症未治療者及び治療中断者に対して、通知による受診勧奨に加えて、電話や訪問による受診勧奨を実施
・対照群（13市） ：糖尿病性腎症未治療者及び治療中断者に対して、通知による受診勧奨を実施

方法

・国保データベース(KDB)システムを活用し、受診勧奨後の医療機関受診率、継続受診率の分析をする。
・参加市町村には、個別にデータ分析結果をフィードバックする。また保険者支援を目的としたワークショップを開催し結果を報告する。
・分析結果は、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの内容の更新に活用予定。

分析内容と結果の活用

受
診
勧
奨
通
知
送
付

受
診
勧
奨
記
録
の
提
出

デ
ー
タ
分
析

報
告
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

電
話
に
よ
る

受
診
勧
奨

訪問による
受診勧奨（オプション）

介
入
対
象
者

一
覧
の
抽
出

住
民
へ
の

お
知
ら
せ

準備
受診勧奨の実施

（1回目） （２回目）

7月 8月 10月 12月頃 令和4年2月頃

糖尿病性腎症重症化予防プログラムにおいて、未治療者や治療中断者に対して電話等を用いた受診勧奨が、 医療機関への受診率及び
再受診率の向上に資するかを検証する。

目的

電
話
に
よ
る

受
診
勧
奨

受診勧奨通知イメージ

介入群のみ
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糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証等事業

③ ビッグデータ分析による糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証

事業の目的・概要

○透析導入や糖尿病性腎症病期の悪化要因の分析
糖尿病性腎症病期が悪化する者や透析に至る者は、HbA1cや尿蛋白等の糖尿病性腎症に関する指標や、処方情報、他感染症や合併症、
医療機関の継続的受診状況、歯科・眼科等への受診状況の経年変化などに特徴はみられるのか、どのような要因が悪化に関連するの
か等を分析する

○糖尿病性腎症病期等ベースラインが類似した対象者の集団を設定し比較分析
生活習慣の改善や医療機関の継続的な受診、歯科・眼科等への受診により透析導入に至る者と至らない者とではどのような違いがある
のか等を分析する

○保険者の取組や地域特性による糖尿病性腎症重症化予防の影響を分析
糖尿病患者の医療機関受診状況や血糖コントロールなどの糖尿病性腎症にかかる指標の変化、生活習慣等の状況等について保険者の
取組や地域特性による違い、経済的評価等を分析する

分析内容

35

市町村国保、国保組合、協会けんぽ、組合健保、共済組合

分析対象

NDB等ビッグデータ分析により糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果を明らかにする。

目的

○分析結果は、糖尿病性腎症重症化予防プログラムの内容の更新に活用予定。

結果の活用



【社会保障：医療・福祉サービス改革】

政策目標：持続可能な社会保障制度の実現に向け、医療・介護提供体制の効率化を促進するとともに、医療・福祉サービスの生産性
向上・質の向上を図るため、地域医療構想に示された病床の機能分化・連携や介護医療院への移行等を着実に進めるとともに、
人口減少の中にあって少ない人手で効率的なサービスが提供できるよう、ＡＩの実装、ロボット・ＩｏＴ・センサーの活用、
データヘルスの推進など、テクノロジーの徹底活用を図る。これらにより、医療費・介護費の適正化並びに一人当たり医療費
の地域差半減及び介護費の地域差縮減を目指す。

KPI第２階層 KPI第１階層

○第３期医療費適正化計画における各都道
府県の医療費目標及び適正化指標
○年齢調整後の一人当たり医療費の地域差

○後発医薬品の利用勧奨など、使用割合を高め
る取組を行う保険者
○重複・頻回受診、重複投薬の防止等の医療費
適正化の取組を実施する保険者

１．政策体系の概要

２．狙い

医療費の地域差縮減の取組の推進

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策
工程表
の箇所

確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

3 厚労省
医療費適正
化の取組

社保34
(p22)

医療費適正化の取組（後発医薬品の使用割合、医薬品
の適正使用等）の効果、効率的・効果的な実施方法

効果的な医療費適正化の取
組を確認し、2024年度から
はじまる第4期医療費適正化
計画の策定に向けた検討に
反映していく

・NDBデータ
・保険者データヘルス全
数調査
・このほか検討状況を踏
まえ、必要なデータを検
討

36
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後発医薬品の使用割合（平均値の単純比較）

後発医薬品の使用促進策の効果検証（主な結果）
【社会保障】 ２．医療費適正化の取組 参考資料１－１

※令和３年度厚生労働省EBPM推進検討事業（厚生労働省政策統括官付政策立案・評価担当参事官室）

後発医薬品の使用割合（差の差推定）

NDBデータ等を用いて保険者の後発医薬品の使用促進策が後発医薬品使用割合に与える影響の効果検
証（平均値の単純比較、差の差推定）を実施。
－ 差額通知の実施、カード等の配布については、統計学的に有意な使用割合の増加効果が認められた。パンフレット

配布については、統計学的に有意な差はなかったが、使用割合増加の傾向が認められた。機関誌やサイトでの告知
については、有意な効果が認められなかった。

（※）

（※）

（※）

（※）

※差の差推定のグラフは平均値の推移を示したものであり、分析結果そのものではない
※20年・21年に施策を実施した群を処置群、実施しなかった群を対照群とした（19年は双方未実施）

（※）分析結果で統計的な有意性(α≤0.1)も確認できたもの。



後発医薬品の使用促進策の効果検証（概要）
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【社会保障】 ２．医療費適正化の取組 参考資料１－２

事業概要
後発(ジェネリック)医薬品の使用を促進するために、以下のア
クティビティを実施
1. 差額通知の実施
2. 機関誌やサイトでの告知
3. カードや希望シールの配布
4. パンフレットの配布

1

分析に使用したデータ

サンプル

2

期間
アウトカム
説明変数

保険者(2,000件／年程度)

2019～2021年
後発医薬品使用割合(数量シェア)

アクティビティ(差額通知等)の実施有無

分析方針3
①平均値の単純比較
⇒ パネルデータの各年において、施策を実施した／未実施の保険者

のジェネリック使用割合の平均値を算出し、両者を比較することで、
施策の効果を検証

②差の差推定
⇒ 上記の分析からバイアス(時間効果や保険者固有の特性(固定効果))を

排除した上で、施策の純粋な効果を検証

データ 保険者データヘルス全数調査
NDBデータ

分析結果4
施策 処置効果の傾向

①平均値の
単純比較

②差の差
推定

1. 差額通知の実施 ＋ ＋
2. 機関誌やサイトでの告知 － －
3. カードや希望シールの配布 ＋ ＋
4. パンフレットの配布 ＋ ＋

※ 処置効果の傾向がプラスであれば＋、マイナスであれば－、
さらに複数の分析結果で統計的な有意性(α≤0.1)が確認で
きれば*を表示している。

※ 今回用いた分析手法は以下の特徴や留意点を有する。
分析手法 特徴・留意点
平均値の
単純比較

 比較的簡単に用いることができる効果検証手法
 施策の純粋な効果を把握できない場合がある
 例えば、差額通知の実施者は未実施者に比べてジェネリック使

用割合が高いことが確認されたが、「差額通知の実施」以外の
要因（時間効果や保険者固有の特性など）が作用していた
可能性を排除しきれない

差の差
推定

 時間効果や保険者固有の特性を排除した上で、施策
の純粋な効果を把握することが可能

 分析に利用したパネルデータの期数が3年と短く、施策
の実施前において処置群と対照群のアウトカムが平行に
推移していることを確認できていない
 施策実施前の段階で両群のアウトカムが平行に推移していない

場合、比較対象として適切とは言えない

*
*
* *

※令和３年度厚生労働省EBPM推進検討事業（厚生労働省政策統括官付政策立案・評価担当参事官室）
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健保組合の各施策の取組効果（回帰分析＋固定効果モデル）

差額通知の効果に係る保険者種類別の効果検証（主な結果）
【社会保障】 ２．医療費適正化の取組 参考資料２－１

国保の差額通知の取組効果（回帰分析＋固定効果モデル）

NDBデータ等を用いて保険者の後発医薬品の使用促進策が後発医薬品使用割合に与える影響の効果検
証（回帰分析）を実施。
－ 健保組合では、差額通知の実施について、統計学的に有意な使用割合の増加効果が認められたが、その他の取組に
ついては、使用割合の増加傾向は認められたものの、統計学的な有意差は認められなかった。

－ 国民健康保険・後期高齢者医療では、差額通知の実施回数の増加により、統計学的に有意な使用割合の増加効果が
認められたが、実施月数・実施件数の増加については、統計学的に有意な差は認められなかった。

※医療費適正化計画の見直しに関する調査研究（厚生労働省保険局医療費適正化対策推進室）
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差額通知の効果に係る保険者種類別の効果検証（概要）

（※）1%水準の有意を***、5%水準の有意を**、10%水準の有意を*
と表示。処置効果の傾向がプラスであれば＋、マイナスであれば－を表示

（※）健保は、各取組効果の分析結果のうち、差額通知の実施による効
果を表示。国保と後期は、実施回数の増加に伴う効果を表示。

４．分析結果

２．分析に使用したデータ

サンプル

期間

アウトカム

説明変数

保険者(2,000件／年程度)

2019～2021年（アウトカム）

後発医薬品使用割合(数量シェア)

差額通知の実施有無など

データ 保険者データヘルス全数調査
NDBデータ

加入者の後発医薬品の使用促進のために保険者が実施する
差額通知について、効果を検証する。

１．概要

①回帰分析（OLS）による比較
⇒ 保険者種別ごとに、施策を実施した/未実施の保険者のジェネリック使

用割合を算出し、比較することで施策の効果を検証。

②回帰分析（OLS）＋固定効果モデルによる比較
⇒ 保険者種別ごとに、各保険者の時間を通じて一定な要素（被保険者の健

康意識など）によるバイアスを排除した上で、施策の効果を検証。

３．分析方針

①OLS ②OLS+固定効果
健保 ＋*** ＋**
国保 ＋*** ＋*

後期 実施せず ＋*
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共変量 被保険者数など

※ 今回用いた分析手法は以下の留意点を有する。

 利用したデータが3年分と短く、データソースの限界がある。

 国民健康保険については、共変量の変数が少なく、またほと
んどの保険者で施策を実施していたため、未実施群との比較
ができなかった。

 後期高齢者医療広域連合については、サンプル数が47都道府
県と少なく、全ての保険者で施策を実施していたため、未実
施群との比較ができなかった。

【社会保障】 ２．医療費適正化の取組 参考資料２－２

※医療費適正化計画の見直しに関する調査研究（厚生労働省保険局医療費適正化対策推進室）



R3(2021)
年度

R4（2022）
年度

R5(2023)
年度

R6(2024)
年度

医療費適正化計
画

（国）

医療費適正化計
画

（都道府県）

健康増進計画

医療計画

＜参考＞
介護保険事業
（支援）計画

4期計画
(2024~29)

・指標、目標作成
・医療費推計方法
検討（※）

医療保険部会

第三期の進
捗と論点

提示

都道府県における
医療費適正化計画策定作業

全国医療費
適正化計画

提示
(3月頃)

８次医療計画
(2024~29)

次期国民健康づ
くり運動プラン
(2024～)

検討会
次期プラン検討

次期プラン
公表

検討会・WG
次期医療計画検討

基本方針

論点別の議論
（枠組み）

とりまとめ

まとめ

都道府県における
健康増進計画策定作業

評価委員会
健康日本21

（第二次）最終評価

都道府県における
医療計画策定作業

※ 必要に応じ、指標や目標の詳細、医療費推計方法については、別途検討会を開催し、議論。また、次期国民健康づくり運動プランや第８次医療計画の議論を踏まえて検討
※※ 介護保険事業（支援）計画のスケジュールは、第８期に向けた検討スケジュールをもとに作成。

市町村・都道府県における
計画策定作業

９期計画
(2024~26)

介護保険部会
次期基本指針検討

基本指針

次期計画に向けたスケジュール（案）
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令和３年７月29日
第144回社会保障審議会医療保険部会資料

（一部更新）

特定健診・特定保健指導の検討会

参考資料３【社会保障】 ２．医療費適正化の取組



【その他】

１．狙い

再生計画の改革工程表の全44項目の着実な推進

２．具体的な検証項目

担当府省 対象施策
工程表
の箇所

確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

4 厚労省 医療扶助
社保㊶
(p46)

改革工程表中の医療扶助のガバナンス強化
に係る検討（※）に関し、どのようなデー
タが必要となるのか。

改革工程表の検討スケジュールに
あわせて検討

改革工程表の検討スケ
ジュールにあわせて検討

※新経済・財政再生計画改革工程表2021（抄）

工程（取組・所管府省、実施時期） 22 23 24
㊶ 生活保護の適用ルールの確実かつ適正な運用、医療扶助をはじめとする生活保護制度の更
なる適正化
ａ．頻回受診等に係る適正受診指導の徹底、生活保護受給者に対する健康管理支援の実施等
により、医療扶助の適正化を推進。また、生活保護受給者の頻回受診対策については、現
在開催している「医療扶助に関する検討会」の議論や2021年度までの実績等を踏まえ、該
当要件についての検討を2022年度中に行う。また、その他医療扶助における適正化につい
て、医療費適正化計画の医療費に医療扶助も含まれることを踏まえ他制度における取組事
例も参考に推進しつつ、中期的に医療扶助のガバナンス強化に向け、ＥＢＰＭの観点も踏
まえて検討を行う。≪厚生労働省≫
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【 令和３年度社会福祉推進事業】
「医療扶助の更なるガバナンス強化のための、保健医療施策全般との連携に関する調査研究」

【背景】
• 医療扶助については、中長期的な課題として医療扶助のガバナンス強化の指摘があるが、こうした指摘に対しては、地域における保健医療施

策と連携して取り組んでいくことが重要である。
• こうした中、被保護者の生活習慣病の予防等を推進するための「被保護者健康管理支援事業」が、令和３年１月から全ての福祉事務所に

おいて実施する必須事業として施行されたところであり、これを機に、各自治体における保健医療施策との連携を強化しながら、医療扶助の更
なるガバナンス強化につなげていく必要がある。

【目的】
• 被保護者健康管理支援事業の全国の取組状況を把握するとともに、健康管理支援に関する保健医療施策全般との連携に係る好事例を収

集することを通じて、医療扶助のガバナンス強化に向けて、今後の他制度とのよりよい連携・協働の在り方について検討する。

• 検討委員会を設置するとともに、アンケート調査、ヒアリング調査を行い、報告書を取りまとめる。

ヒアリング調査
（抽出）

検討委員会の設置 有識者や自治体関係者による検討委員会を設置し、事業の進め方、設計、調査結果の考察、報告書の取りまとめに関して検討。

アンケート調査
（悉皆） 全国の福祉事務所（悉皆1250か所）を対象に、被保護者健康管理支援事業の取組状況等を調査。

報告書の作成
アンケート調査とヒアリング調査結果を踏まえ、健康管理支援に関する保健医療施策との連携に係る好事例と、連携する上での課題を整理
するとともに、これを踏まえて、医療扶助のガバナンスのためのよりよい連携・協働の在り方や制度見直しの方向性について検討し、報告書を作
成。

○事業の全体像

アンケート調査結果から保健医療施策と連携した先進的な取組を行っている自治体を選定し、当該自治体に対して、具体的な取組状況を
ヒアリング。

参考資料１【その他】 ３．医療扶助
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 今後の連携強化に当たっての基本的方向性
医療扶助のガバナンス強化の観点では、福祉事務所は、

• PDCAサイクルに係る段階(企画段階・実施段階・評価段階)ごとの関係部局の知
見やノウハウ等の活用等による連携強化

• 当該連携強化等を通じたデータ分析・PDCAサイクルによる取組そのものの強化
により、被保護者への支援を強化していく必要。
 PDCAサイクルに係る各段階ごとの関係部局との連携の推進

・ 保健部局は、被保護者が対象となる健康増進事業を所管していること等から、重要な連
携先の一つとして更なる連携強化が望まれる。
・ 一方で、保険者として保健事業等に取り組む国保部局等との連携も重要。
・ 保健事業等では、PDCAサイクルに沿った事業運営がなされており、本事業でも企画段
階から、他制度の類似事業のスキームや、知見・ノウハウを活用する「連携」が重要。

 データ分析・PDCAサイクルに係る取組の強化
保健事業等で蓄積されている知見・ノウハウを活用しながら、特に以下の３点の強化が必要

と考えられ、このため、福祉事務所・都道府県・国がそれぞれの役割を果たすことが重要。
①多角的なデータ分析
・ 健康課題の把握、対象者の抽出・選定に当たっては、健康・医療情報の横断的・総合的

な分析が重要。健診結果の積極的な活用とともに、社会生活面等にも着目した多角的
な分析も重要。

②目標・評価指標の設定
・ 取組の達成状況や効果を評価できるような客観的な評価指標の設定、評価に要する情

報源やその収集方法の整理が必要。
③保健医療専門職の関与
・ データ・課題の分析や事業の進捗状況の確認・評価等のためには、専門職との連携・協

力が重要。

取りまとめのポイント

 事業実施に関する基本認識
• 被保護者健康管理支援事業(本事業)は、福祉事務所が実施主体と

して主体的に取り組むが、住民の健康の保持増進に関わる部局は多岐
にわたること等から、関係部局との連携が重要。

• 本事業を効果的かつ効率的に進めるためには、健康・医療情報等を活
用してPDCAサイクルに沿った事業展開が重要。

 事業実施に係る現状と課題
 関係部局との連携状況

・ 保健部局との連携は進みつつあるが、それ以外の部局との連携は低調。
・ 事業の段階別にみると、「企画段階」・「評価段階」での連携は、保健部局

を除くと10％未満。「実施段階」での連携は、「健診受診勧奨」以外の取組
では福祉事務所での単独実施が多い。

・ 他制度の事業と共同で実施することは、対象要件(被保険者区分、年齢)
等の違い等から難しいが、類似事業の知見・ノウハウの活用、情報共有、専
門職との相談等の連携によって効果的に実施している事例は複数あり。

 データ分析・PDCAサイクルに係る取組等の状況
・ 地域の現状分析のために活用しているデータは、医療扶助レセプトが最も

多く84.2％。健診結果やCWから得られた情報の活用は50％程度。被保
護者に対するインタビューやアンケート結果はほとんど活用されていない。

・ 本事業の評価指標を設定している福祉事務所は27.6%。
・ 各取組の実施率は、保健医療専門職が福祉事務所に在籍している方が

高い割合を占め、「保健指導・生活支援」では30.1ポイントの差。

福祉事務所 都道府県 国

①多角的なデータ分析
・保健部局と健診情報の授受、社会生活面も
含めた質的情報の収集
・多様な情報を活用した総合的な分析等 ・管内市区町村の実施状況を踏まえた市区町

村への後方支援(データ分析支援、評価支援、
人材の確保・人材育成支援等)

・優先的に把握すべき社会生活面のスクリーニン
グ項目の整理
・データ分析のための環境整備等

②目標・評価指標の設定 ・評価指標の検討・関係部局との共有等 ・評価指標の提示等

③保健医療専門職の関与 ・ケースワーカー研修の実施
・日常的な意見交換・情報提供等

・関係部局に対する協力依頼
・好事例の収集・横展開等

※ 本事業の主な取組は、「健診受診勧奨」「医療機関受診勧奨」「保健指導・生活支援」「主治医と連携した
保健指導・生活支援」「頻回受診指導」の５つ。

＜福祉事務所・都道府県・国の役割＞
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 関係部局・外部有識者との連携の下、医療扶助のデータヘルス計画を作成。PDCAサイクルに沿った取組を展開。
• 事業創設を受け、令和元年度に関係部局※・外部有識者から構成されるワーキンググループを設置し、４回にわたる会議を経てデータヘルス計画を策定。取組

ごとに数値目標を設定し、目標に対する実施状況は、毎年度ごとに評価し、次年度の計画の見直しを実施している。 ※健康増進担当課、精神保健福祉センター、保健所

• 現状分析を踏まえ、特に健康課題がみられた30～64歳を重点勧奨対象とし、重点的支援を実施。保健部局とは双方にデータ分析結果を共有し、密に情報
共有が行われている(保健部局では被保護者も含む医療・介護・健診等データベースを保有)。

• 事業を効果的に推進するために、各区保健センター長が集まる会議の場で、データヘルス計画やデータの分析結果等の情報共有を行い、意見交換や協力依頼
を実施。受診勧奨においては、対象者の抽出・受診券の郵送は保護課が、健診は保健部局が実施し、健診結果に基づく保健指導は保健部局の保健師が実
施するなど、関係部局・専門職との連携体制が構築されている。

取組事例①

 健康・医療情報に加えて被保護者の生活状況など質的情報も含めた多様な情報を活用した支援を実施。
• 市政運営の最上位指針に位置づけられてる行政計画において、被保護者健康管理支援事業の推進を図る旨、記載されている。
• 事業方針としては、「医療の適正化」と「健康寿命の延伸」の２つを掲げ、取組内容・目標は国保データヘルス計画や健康増進計画等を参考に策定している。
• 現状分析では、被保護者の生活習慣病の有病率の上昇開始年齢を国保加入者と比較する等により、被保護者の特徴を把握。また、被保護者の健診・検診

結果※や生活状況等が、全てシステム上で閲覧可能となっており、多様な情報を活用して個別支援を実施している。※ 保健部局からアクセス権限を付与され閲覧可能となっている。

• 他法活用や頻回受診指導はケースワーカー(CW)が、個々の健康状態に応じた保健指導は保健師が行い、状況に応じて協働して家庭訪問や健康相談を行う
など、CWと保健師との連携によって充実した取組を実施している。

取組事例②

 国保データヘルス計画を参考に、医療扶助のデータヘルス計画を作成。統括保健師を通じて、関係部局と組織的な連携により取組を実施。
• 事業創設を受け、令和２年12月に国保データヘルス計画を参考に、データヘルス計画を作成。取組ごとに数値目標を設定し、毎年度末に評価委員会において

評価し、課題や改善方法を検討、必要に応じて見直しを実施することとしている。
• 国保部局(保健部局の機能ももつ)が管理する健康情報システムを通じて、関係部局が保有する被保護者の情報が閲覧でき、円滑な情報連携が行われて

いる。
• 国保部局に統括保健師が在籍し、気軽に相談できる関係が構築されているほか、当該保健師の調整により、その他の部局とも組織としての連携体制が構築さ

れ、要保護児童対策地域協議会や介護のケア会議にも関わることがある。国保部局とは、保健指導に係る勉強会や意見交換を週１回開催しているほか、同
部局が開催する医療費適正化研修会に参加するなど、保健事業に係る知見・ノウハウが共有されている。

取組事例③

関係部局と連携して取り組む好事例
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 目的
• 生活保護法第55条の９に基づき、被保護者健康管理支援事業の実施に資するため、生活保護受給者の医療の利用状況や健康状態を把握す

るために必要な全国データ分析を行う。
 主な分析内容

• 地域別※にみた医療扶助の状況 ※都道府県・福祉事務所別

• 公的医療保険(市町村国保・後期高齢者医療)との比較
• 糖尿病、高血圧症、脂質異常症(以下「３疾患」という。)の有病状況等

 NDBの対象データ

 都道府県等への提供
• 本分析結果については、各都道府県において、管内福祉事務所間の地域差分析や、他の都道府県との比較により、自都道府県の被保護者の医

療の利用状況や健康状態における課題分析を深める一助として活用できるよう、４月末に都道府県等へ提供予定。

主な分析内容 対象レセプトの範囲 対象レセプトの保険種別 対象レセプトの期間

• 地域別にみた医療扶助の状況 医科入院、医科入院外、
DPC、調剤、歯科 医療扶助 令和元年４月～令和２年３月診療分

• 公的医療保険加入者との比較

- 受診者1人当たり件数・日数・医療費 医科入院、医科入院外、
DPC、調剤、歯科 医療扶助、市町村国保、

後期高齢者医療 令和元年６月審査分(４・５月診療分)※
- 受診者1人当たり傷病数・医療機関数 医科入院、医科入院外

- 調剤薬局利用者１人当たり医薬品種類数等 調剤

• ３疾患の有病状況等 医科入院外 医療扶助、市町村国保、
後期高齢者医療 令和元年６月審査分(４・５月診療分)※

※ 受診者数の算出における1受診者への名寄せには精度上の課題がある。NDBのIDについては、「匿名化ID1N」では保険者の異動、「匿名化ID2」では医療機関での表記ゆれや姓の
変更等により、同一患者であっても別のIDが付与されている場合があるため、特に1年間の集計においては、同一患者を重複カウントしている可能性がある。このため、6月審査分を用いて
集計を行った。

参考資料２
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 地域別にみた医療扶助の状況
• 被保護者１人当たり年齢調整後医療扶助費を都道府県別にみると、最も高い県と最も低い県で、約1.5倍の差。
• 地域差への寄与を診療種別にみると、入院の寄与度が大きく、年齢階級別にみると70歳以上の寄与度が比較的大きい。
• 地域差への寄与を疾病分類別にみると、入院では「Ⅴ 精神及び行動の障害」の寄与度が大きく、入院外では「Ⅸ 循環器系疾患」、「ⅩⅢ 筋骨格系・結合組

織の疾患」の寄与度が大きい。
• 地域差への寄与を三要素別にみると、総じて入院の受診率の寄与度が大きく、地域差指数の高い都道府県では、受診率及び１件当たり日数の寄与度が

プラス、１日当たり医療費の寄与度がマイナスとなる傾向がある。

＜１人当たり年齢調整後医療費＞
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全国平均：811,325円



48

＜地域差指数（診療種別計）に対する診療種別寄与度＞

＜地域差指数（診療種別計）に対する年齢階級別寄与度＞
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※ 各都道府県の地域差指数の全国平均からの乖離(地域差指数-1)を年齢階級別の寄与度に分解したもの。

※ 各都道府県の地域差指数の全国平均からの乖離(地域差指数-1)を診療種別の寄与度に分解したもの。
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＜地域差指数（入院）に対する疾病分類別寄与度＞

＜地域差指数（入院外）に対する疾病分類別寄与度＞

※ 各都道府県の地域差指数の全国平均からの乖離(地域差指数-1)を疾病分類別の寄与度に分解したもの。
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※ 各都道府県の地域差指数の全国平均からの乖離(地域差指数-1)を疾病分類別の寄与度に分解したもの。
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＜地域差指数（診療種別計）に対する三要素別寄与度＞

※ 各都道府県の地域差指数の全国平均からの乖離(地域差指数-1)を三要素別の寄与度に分解したもの。
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＜年齢階級別、受診者１人当たり受診日数・受診医療機関数・医療費：入院外＞

受診者１人当たり受診日数
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 公的医療保険(市町村国保・後期高齢者医療)との比較①
• 受診者１人当たり受診日数は、20～74歳では医療扶助の方が高い。
• 受診者１人当たり受診医療機関数は、14歳以下及び70歳以降では医療扶助が少ないが、その他の年齢階級では大きな違いはみられない。
• 受診者１人当たり医療費は、一部の年齢階級を除き、大きな違いはみられない。

※１ 受診者１人当たり日数は、令和元年６月審査分の各制度に該当するレセプトから求めた診療実日数を受診者数で除したもの。
※２ 受診者１人当たり受診医療機関数は、令和元年６月審査分の各制度に該当するレセプトから求めた受診医療機関数を受診者数で除したもの。
※３ 受診者１人当たり医療費は、令和元年６月審査分の各制度に該当するレセプトから求めた医療費を受診者数で除したもの。

（歳）
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 公的医療保険(市町村国保・後期高齢者医療) との比較②
• 年齢階級別１人当たり傷病件数、調剤薬局利用者１人当たり医薬品数を比較すると、医療扶助が多い傾向である。

＜年齢階級別、受診者１人当たり傷病件数：入院外＞
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＜年齢階級別、調剤薬局１人当たり医薬品種類数＞
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※１ 傷病件数の算出は、「傷病名コード」を各受診者で集約し、その種類数をカウントした。受診者１人当たり傷病件数は、令和元年６月審査分のレセプトの各制度に該当するレセプトから求めた傷病件数を受診者数で除したもの。
※２ 医薬品種類数の算出は、薬価基準収載医薬品コード上７桁の一致する薬剤を同一種類とし、調剤薬局利用者ごとにその種類数をカウントした。薬剤調剤薬局利用者１人当たり医薬品種類数は、令和元年６月審査分のレセプトの各制

度に該当するレセプトから求めた医薬品種類数を調剤薬局の利用者数で除したもの。
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 ３疾患の有病状況等 ※糖尿病の結果を抜粋

• 糖尿病に係る１人当たり医療費を年齢階級別にみると、年齢とともに増加し、70歳代前半をピークに減少する。市町村国保・後期高齢者医療と比較すると、
全ての年齢階級で医療扶助が高く、特に20～74歳代前半でその差が大きい。

• 糖尿病の有病割合を年齢階級別にみると、年齢とともに増加し、80歳代前半をピークに減少する。市町村国保・後期高齢者医療と比較すると、90歳代以
降を除き、全ての年齢階級で医療扶助の方が高く、特に20～70歳代前半でその差が大きい。

• 被保護者の糖尿病に係る１人当たり医療扶助費を都道府県別にみると、地域によって大きなばらつきがある。

0 2 4 6 8 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

系列2 系列1

0 10 20 30 40

（歳）

0 20 40 60

１人当たり医療費 有病割合 受診者１人当たり医療費

（千円） （％） （千円）

＜年齢階級別、糖尿病に係る１人当たり医療費＞
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＜都道府県別、糖尿病に係る１人当たり医療扶助費＞

（円）

全国平均：6,695円

※１ 年齢調整を行っていない。
※２ 糖尿病の抽出条件は、医科入院外レセプトの主傷病や副傷病等全ての傷病を対象として当該疾患対象傷病名がある場合、または、調剤レセプトで当該疾患対象医薬品が処方されている場合にレセプト抽出を行い、それぞれ抽出した

入院外レセプトと調剤レセプトを単純集約した。
※３ 1人当たり医療費は、令和元年６月審査分のレセプトから求めた当該疾患に係る医療費を被保護者数(市町村国保・後期高齢者医療加入者数)で除したもの。
※４ 有病割合は、令和元年６月審査分のレセプトから求めた当該疾患の受診者を被保護者数(市町村国保・後期高齢者医療加入者数)で除したもの。
※５ 受診者１人当たり医療費は、令和元年６月審査分のレセプトから求めた当該疾患の医療扶助費を当該レセプトの受診者数で除したもの。
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【社会資本整備等：公共投資における効率化・重点化と担い手確保】

政策目標：公共投資における効率化・重点化と担い手を確保するため、i-Constructionの推進、中長期的な担い手確保に向けた取組、費用便益分析、効率

的・効果的な老朽化対策等に取り組む。

・i-Constructionについて、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての建設生産プロセスにおける建設現場の生産性を２

割向上することを目指す。

・また、インフラメンテナンスについて、各省庁が公表する「予防保全等の導入による維持管理・更新費の縮減見通し」を念頭に、中長期の

トータルコストの抑制を目指す。

KPI第２階層 KPI第１階層

〇ＩＣＴ土工の実施率（直轄事業）
〇ＩＣＴの活用対象（橋梁・トンネル・ダム工事や維持管理を含む
全てのプロセスに拡大）

１．政策体系の概要

２．狙い

公共投資における効率化・重点化と担い手確保

〇建設技能者の処遇改善を図りつつ、建設市場の労働需
要に応えられる建設技能者の確保

〇建設業許可業者の社会保険への加入率（2025年度までできるだ
け早期に100％）
〇国・都道府県・市町村における建設キャリアアップシステム活用
工事の導入（2023年度末までに国並びに全ての都道府県及び市町
村が建設キャリアアップシステムを活用する工事を導入）
〇女性の入職者数に対する離職者数の割合（前年度比で低下）
〇入職者に占める女性の割合（前年度比で上昇）

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策 工程表の箇所 確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

1
国土交
通省

ICTの活用 社資1
(p51)

・「ICT活用」と「建設現場の生産性向上」の
関係性

本年秋までに既存調
査を収集・整理

生産性の確認（算出）方法、ICT
活用により生産性が向上した具体
例、建設現場におけるICTの導入
状況 等

2
国土交
通省

中長期的な
担い手の確
保

社資1
(p52)

・「担い手確保の取組」による効果

本年秋までに担い手
確保の取組が建設業
に及ぼす効果（女性
採用等）の既存調査
を収集・整理

担い手確保の取組が建設業に及ぼ
す効果（女性採用等の具体的な変
化）
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直轄土木工事におけるICT施工の実施状況

○ 直轄土木工事のICT施工の公告件数、実施件数とも増加しており、2020年度は公告件数の約８割で実施。
○ 都道府県・政令市におけるICT土工の公告件数は倍増しており、実施件数も増加している。

単位：件

※「実施件数」は、契約済工事におけるICTの取組予定（協議中）を含む件数を集計。
※複数工種を含む工事が存在するため、合計欄には重複を除いた工事件数を記載。
※営繕工事を除く。

＜ICT施工の実施状況＞

＜都道府県・政令市の実施状況＞

工種

2016年度
［平成28年度］

2017年度
［平成29年度］

2018年度
［平成30年度］

2019年度
［令和元年度］

2020年度
［令和2年度］

公告件数
公告
件数

うちＩＣＴ
実施

公告
件数

うちＩＣＴ
実施

公告
件数

うちＩＣＴ
実施

公告
件数

うちＩＣＴ
実施

土 工 ８４ ８７０ ２９１ ２，４２８ ５２３ ３，９７０ １，１３６ ７，８１１ １，６２４

実施率 ３３％ ２２％ ２９％ ２１％

単位：件
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i-Constructionに関する工種拡大

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
令和５年度

（予定）

○国交省では、ＩＣＴの活用のための基準類を拡充してきており、構造物工へのICT活用を推進。
○今後、中小建設業がICTを活用しやすくなるように小規模工事への更なる適用拡大を検討

ICT土工

ICT舗装工（平成29年度：アスファルト舗装、平成30年度：コンクリート舗装）

ICT浚渫工（河川）

ICT地盤改良工（令和元年度：浅層・中層混合処理、令和２年度：深層混合処理）

ICT浚渫工（港湾）

ICT法面工（令和元年度：吹付工、令和２年度：吹付法枠工）

ICT付帯構造物設置工

ICT舗装工（修繕工）

ICT基礎工・ブロック据付工（港湾）

ICT構造物工
（橋梁上部）（基礎工）

ICT構造物工 （橋脚・橋台）

ICT路盤工

ICT海上地盤改良工（床掘工・置換工）

民間等の要望も踏まえ更なる工種拡大

小規模工事へ拡大
（床堀工、小規模土工）

ICT構造物工
（函渠工等）

小規模工事の
適用拡大
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【社会資本整備等：公共投資における効率化・重点化と担い手確保】

政策目標：公共投資における効率化・重点化と担い手を確保するため、i-Constructionの推進、中長期的な担い手確保に向けた取組、費用便益分析、効率

的・効果的な老朽化対策等に取り組む。

・i-Constructionについて、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての建設生産プロセスにおける建設現場の生産性を２

割向上することを目指す。

・また、インフラメンテナンスについて、各省庁が公表する「予防保全等の導入による維持管理・更新費の縮減見通し」を念頭に、中長期の

トータルコストの抑制を目指す。

KPI第２階層 KPI第１階層

〇個別施設計画の策定率
〇施設の集約化・複合化等の計画数・実施数

１．政策体系の概要

２．狙い

インフラメンテナンスの中長期のトータルコストの抑制

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策 工程表の箇所 確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

３
関係省
庁

効率的・効
果的な老朽
化対策の推
進

社資4～7
(p54～57)

・「インフラの点検・診断における新技術等
の導入」と「インフラメンテナンスの中長期
のトータルコストの抑制」の関係性
・継続的に指標の充実を図る

本年秋までに、新技術導
入によるメンテナンスコ
スト縮減、質の向上（構
造物の変状・損傷等の早
期把握、点検・維持修繕
の困難箇所の解消等）等
の事例の収集・整理、デ
ジタル化によるデータ整
理の方向性の検討

各分野の新技術等の導入状況、新
技術等の導入によるメンテナンス
コスト縮減、質の向上等の具体例
等

〇総合管理計画の見直し策定率

〇国内の重要インフラ・老朽化インフラの点検・診断な
どの業務において、一定の技術水準を満たしたロボット
やセンサーなどの新技術等を導入している管理者の割合

〇新技術の現場試行累積数

〇総合管理計画において効率化の効果を含めたインフラ
維持管理・更新費見通しを公表した累積地方自治体数

〇インフラ所管省による効率化の効果を含めたインフラ維持管理・
更新費見通しの公表
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調査時期 令和３年４月～７月

調査
回答数 2212団体

都道府県、市区町村、国
土交通省、農林水産省、
その他、公共施設等運営
権等

対象団体

平成28年４月１日～令和
３年３月31日

調査
対象時期

対象分野 道路、河川、ダム、砂
防、海岸、下水道、港
湾、空港、航路標識、公
園、公営住宅、農業水利
施設（ダム・貯水池・た
め池・頭首工・機場・水
路・水路トンネル・パイ
プライン・施設機械
等）、農道、農業集落排
水、地すべり防止施設、
海岸保全施設、林道、治
山、漁港施設、漁場の施
設、漁業集落排水施設、
上水道

施設管理者における新技術の導入割合（国交省・農水省・厚労省）

○ 道路、河川、港湾・空港、上下水道等の分野において、インフラの点検・診断等の業務
でロボットやセンサーなどの新技術等を導入している施設管理者の割合は、令和元年
度調査時より10％多い、48％の管理者が導入していることが明らかになった。

38%

62%

48%

52%

前回（令和元年度）調査結果 令和3年度調査結果

■インフラの点検・診断などの業務で、ロボットやセンサー等の新技術等を
導入している施設管理者の割合

導入している導入している

導入していない 導入していない

N=2,212N=2,044

■令和3年度調査実施概要

参考資料１
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省におけるインフラメンテナンス分野への
新技術導入促進に向けた取組について

国土交通省総合政策局
公共事業企画調整課

【社会資本整備等】 ２．効率的・効果的な老朽化対策の推進：国交省、農水省、厚労省、文科省、環境省 参考資料２
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規定類、技術カタログ等の整備

• 橋梁等の定期点検において、人の近接目視と同等の診断が可能な技術を活用できるよう、平成31年2月に
定期点検要領を改定し、併せて点検支援技術性能カタログを策定し、2巡目点検から点検支援技術として
ドローン等を活用。

• 定期点検に点検支援技術を活用することで、橋梁点検車の利用が不要となり、通行規制の必要が無くなる
等、道路利用者の利便性向上や点検のコスト縮減に寄与。

点検支援技術性能カタログの
掲載技術数

点検支援技術（H31～：2巡目点検）

近接目視前に覆工展開画像を撮
影

ドローンにより写真を撮影し画像から損傷を確認

従来点検（H26～H30：1巡目点検）

通行規制を実施し、橋梁点検車で近接目視点検
点検支援技術性能カタログを活用

（ https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/inspection-support/ ）

（R2.6版）

80技術
（R3.10版）

131技術
（H31.2版）

16技術 ＋51＋64

○ 国土交通省所管９分野において、施設点検において新技術が活用可能である旨を点検要領等に明記
（R3.3までに実施済）

○ 道路分野においては、「点検支援技術性能カタログ」を策定し、令和3年10月時点で131技術を掲載。
■道路分野における点検支援技術性能カタログの策定・充実
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新技術活用の促進に関する予算措置等

 補助・交付金事業における新技術導入の要件化・
重点配分等

事業名 要件化・
重点配分等

道路 道路メンテナンス事業費
補助 〇※１

河川・ダム 大規模更新河川事業
／施設機能向上事業 〇※２

海岸 海岸堤防等老朽化対策
緊急事業 〇※１

港湾 港湾改修費補助／港湾
改修事業 〇※１

※１ 新技術活用の検討を要件化。新技術を活用する場合
には、重点配分・優先的に支援

※２ 新技術等の活用を要件化

 ICTデータベースシステム及びドローンの導入に係る
地方財政措置
１．措置対象

都道府県及び市町村において、対象施設※で用い
るICTデータベースシステム又はドローンの導入に要する
経費

※河川管理施設、砂防関係施設、海岸保全施設、
港湾施設、道路、都市公園施設、空港施設等

２．要件
ICTデータベースシステム又はドローンを導入する施設

の個別施設計画を策定済であること 等

３．措置率
50％

４．期間
R元年度～R5年度

○ 維持管理・更新等の効率化のため、コスト縮減効果や省力化が見込まれる新技術等の採用を予定している事業
の優先採択や交付金の重点配分の対象とする仕組みを導入。

○ 都道府県及び市町村における施設の点検の効率化・充実に資するICTデータベースシステム及びドローンの導入に
要する経費について、令和元年度より特別交付税措置を講じている。
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100% 100%

85%

68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2

従来技術と新技術の比較

系列1 系列2

インフラメンテナンスにおける新技術導入の効果（NETIS登録技術のカタログ値）

○ 新技術活用システム（NETIS）に登録された維持管理部門の35技術について、システムに掲載されている効果
（カタログ値）を平均するとコストが１５％縮減、工程が３２％短縮。

■新技術の導入効果 ■新技術の導入事例

１５％縮減 ３２％短縮

・コンクリート片のはく落に対する予防保全・補強工法(PVM工法)

・AI橋梁診断支援システムDr.Bridge

（出典）NETIS

連続炭素繊維を格子
状に織り合わせることに
より、補強効果も期待
できるはく落防止用特
殊シート

コスト20％縮減

橋梁(コンクリート部材)
の健全性・劣化要因
判定及び点検調書作
成を支援するシステム

工程56％短縮

※新技術活用システム（NETIS）に登録された維持管理部門の35技術を対象
（令和4年2月16日時点） 63



地方公共団体における新技術導入を促進する取組（インフラメンテナンス国民会議）

○産学官民が一丸となってメンテナンスに取り組む社会の実現に向け、様々な主体が参画し、技術や知恵を総動員す
るプラットフォーム。インフラの維持管理における分野横断的な連携、多様な主体との連携を推進。

○インフラメンテナンスサイクルのあらゆる段階において、多様な産業の技術や民間のノウハウを活用し、メンテナンス産業
の生産性を向上させ、メンテナンス産業を育成・拡大することで、持続的･効率的なインフラメンテナンスを実現。

・我が国企業の海外展開支援

メンテナンス産業

建設関連産業

施設管理者

連携

・自治体の議論の活性化

海外市場の拡大
新たな
市場展開

・新技術の試行 ■新技術導入研究
・意見交換会

（品川区）

■点検診断一貫
システムの試行

■下水圧送管路の効率的
な調査方法の試行

新技術実装
の後押し

■海外市場展開
フォーラム
設立総会

多様な産業分野

民間企業の
ﾉｳﾊｳ活用

技術連携
の後押し

取組の
活性化

課題の
共有

解決策
の提案

革新的技術の開発と実装の加速 民間企業のノウハウ活用

ベストプラクティスの全国展開
「インフラメンテナンス大賞」

640
0
0
0
0
0
0
0

参加会員数の推移

H29.4 H30.4 H31.4 R2.4 R3.4H28.12

2,400
2,000
1,600
1,200

800
400

0

1,954者
1,721者

1,340者

552者

行政会員

企業会員
団体会員

個人会員

設立時
H28.11.28

199者

（者）

参
加

会
員

数

R4.3.31
2,508者

2,296 者

R4.4



○ 施設管理者のニーズや課題に対し、ピッチイベント・フォーラム等により解決のシーズ技術を掘り起こし、オープン
イノベーションにより技術開発を促進。

○ セミナー等の技術紹介等を通じ、開発した技術の社会実装を後押し。

施設管理者のニーズや課題に対し、ピッチイベント
やマッチングイベント等によりシーズ技術とのマッチング
を後押しし、地方自治体の課題解決を図る

課題解決につながる技術開発・新技術導入に
向けた実証実験等のコーディネートにより、技術の
社会実装を促進

複数企業からシーズ技術を順番にプレゼンテーション

舗装路面の損傷状態を点検する技術の視察

ピッチイベント

実証実験

【地方自治体への支援】

【革新的技術の社会実装】

※ピッチイベント：短い時間で民間の製品等を紹介する催し

地方公共団体における新技術導入を促進する取組（インフラメンテナンス国民会議）

■国民会議による導入促進効果

（R3.3月時点）

44
34

0%

20%

40%

60%

国民会議会員／非会員ごとの
新技術導入率

1 2

会員
（総数1,019団体）

非会員
（総数769団体）

■国民会議による新技術の現場試行累積数および
施設管理者における新技術導入率の推移

6
14 22

32
38

35

46
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インフラメンテナンスにおける
新技術導入促進及び高度化に向けた取組

令和４年３月

【社会資本整備等】 ２．効率的・効果的な老朽化対策の推進：国交省、農水省、厚労省、文科省、環境省 参考資料３

6666



１．新技術の導入促進及び高度化に向けた取組
〇 「インフラ長寿命化基本計画」を踏まえ、当省が所管するインフラの維持管理・更新等を着実に推進する中期的な
取組の方向を示した「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を令和３年３月31日に改定した。

〇 「インフラ長寿命化計画（行動計画）」では、「新技術の開発・導入」に関し、現状及び取組の方向性を示した。
〇 現状では、施設を管理するための労働力が不足しつつあること等から、点検・機能診断コストの低減を図るととも
に、省力化や診断精度を高める新技術の開発・導入が必要。

〇 今後は、目視中心の従来の点検手法に加え、UAV等のセンシング技術を活用した施設の現状把握手法の導入を進め
るなど、更なる新技術の研究・開発・導入に取り組む。

ドローンを活用して施設の
点検を行う技術

潤滑油等の分析により、ポンプを分解
することなく状態を診断する技術

                             

計測装置

内部

ポンプ設備 状態監視サーバ

スマートフォンを活用して、現場
点検データの蓄積、共有化を
迅速かつ効率的に行う技術

点検データの入力

点検・補修情報等を一元的に
管理するデータベースの導入

インフラ長寿命化計画
（行動計画）
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２．農業水利施設等における新技術の活用・高度化状況

頭首工点検における
UAV活用状況

潤滑油診断によるポンプの
状態監視状況

UAVを活用した機能診断
調査マニュアル（案）

AI（画像診断技術を活用し写真から
施設の機能診断と将来予測を実施）

・軽微な変状が見られる。
・10年後に変状が顕著にな
る見込みがある。

①UAVを活用した点検・機能診断
②ポンプ設備への

新技術活用 ③AIを用いた機能診断技術

現状（目視による機能診断）

〇 ダム、頭首工、用排水機場、農業用用排水路等の基幹的な農業水利施設は、我が国の食料生産に不可欠な基本イン
フラであるとともに地域の防災・減災にも貢献している。農業農村整備事業においては、施設約7.6千箇所及び用排水
路約５万㎞をこれまでに整備してきており、これら施設の管理は主に土地改良区が担っている。

〇 これらの農業水利施設の管理の省力化・高度化を図るため、ロボットやAI等の利用を推進しているところ。
〇 具体的には、
・UAVを活用した点検手法を明記した「UAVを活用した機能診断調査マニュアル（案）」を令和２年３月に策定。(①) 
・定期点検における状態の把握方法について、近接目視に変わるUAV等による方法も採用可能とするなど、新技術の活
用状況を把握するなどし、手引き等を適切に改定（「農道保全対策の手引き」を令和３年４月に改定）。

・潤滑油診断技術等によるポンプ設備の状態監視手法に関する「農業用施設機械（ポンプ設備）における状態監視の手
引き（案）」を令和３年３月に策定。(②)
・AIを用いた機能診断技術を確立するための実証試験を令和２年度に国直轄管理地区１地区を含む全国５地区で実施。
令和３年度は実際の活用方法に関する課題等を中心に検討。(③)
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○ 令和３年度～令和７年度までの５年間の行動計画となるよう令和３年３月31日に改定し、「限られた人員や予算の
中で維持管理・更新等を効果的かつ効率的に実施するため、目視による点検に代えてUAV等の新技術の活用を推進す
るとともに、非破壊検査技術やICT(Information and Communication Technology)の活用等の新技術が導入された
先進的な取組事例を収集・把握し、現場のニーズを踏まえつつ積極的に導入を図る」と明記した。

○ 治山施設は道路から離れた場所かつ地形的な条件が悪い場所にある場合が多く、点検作業に係る作業負担が大きい。
このため、安全の確保及び点検の効率化を狙いとし、点検作業にUAVを活用。

○ 現在は、主に概略的な点検に活用しているが、今後は、より詳細な点検についても活用できるよう、マニュアル等
に具体的な点検方法や仕様等記載していくことが重要。

点検施設の設置箇所

点検箇所へは、水量が多く幅の広い河を渡り、堆積
土が張り出している危険な箇所を登っていかなけれ
ば到達できない。

ドローンを使用すれば、危険な箇所を避けて安全に現地
状況の確認ができるほか、現地への往復にかかる時間も
短縮できる。

ドローンの操縦技術に習熟し、飛行ルートを丁寧に
コントロールすることで、ピンポイントで狙った撮
影データを得ることも可能になる。

１ 点検における課題と新技術の活用（UAVによる施設点検）

２ 林野庁インフラ長寿命化計画（行動計画）への記載

３ 新技術の導入に向けた取組

○ 改定した行動計画を踏まえ、目視による点検に代えてUAV等を点検に採用できるよう調査方法や仕様等をマニュア
ル等に記載するための調査検討を実施しており、引き続き、新技術の導入に向けた環境の整備を進めていく。

３．治山施設における新技術の活用・高度化状況
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【漁港施設の点検における課題】
・防波堤等の立ち入りが困難な施設や消波ブロック等の足場が不安定な箇所では目視点検そのものが難しい。
・基礎部が水中にあることが多く、水中部の点検は潜水士による目視点検が主となっており作業負荷が大きい。

【水産庁の取り組み】
・上記の課題解決に向けて、施設管理者（地方公共団体等）が新技術による点検手法での代用を図ることが出来るよう
に、具体的な作業方法を示す手引き書を作成・公表。

【点検に活用する具体的な新技術】
陸上点検：無人航空機（UAV）を活用した水産基盤施設の点検の手引き【H31.３公表】
水中点検：センシング技術を活用した漁港施設点検の手引き ～水中３Dスキャナーとナローマルチビームの活用～

【R３.３公表】

UAV（Unmanned aerial vehicle；無人航空機）

ＵＡＶ

撮影状況

浅部の地形状況

消波ブロックの
設置状況

日常・臨時点検への活用
センシング技術

（水中3Dスキャナー、ナローマルチビーム）
 

     

定期点検時に行う潜水目視点検の代替として利用
（調査内容）
・音波を対象物に照射し、構造物の空洞やズレ、電気防食のア
ルミ陽極の脱落等を３次元で測量する。

点検イメージ 測量結果

日常点検時に行う目視点検の代替として利用
（調査内容）
・施設全体の移動、上部工・本体工のひび割れ・欠損、消波工の沈下等

・UAVにカメラやセンサー等を搭載し、
撮影・計測を行う。

・濁りや屈折等に影響されにくい利点がある。・立入困難な箇所の状況確認や短時間で広域の写真撮影が可能という
利点がある。

４．漁港施設における新技術の活用・高度化状況
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2021年4月1日
水道施設におけるインフラメンテナンス分野への
新技術導入促進に向けた取組について

令和４年３月28日
EBPMアドバイザリーボードに向けた事前打合せ

厚生労働省 医薬・生活衛生局水道課

【社会資本整備等】 ２．効率的・効果的な老朽化対策の推進：国交省、農水省、厚労省、文科省、環境省 参考資料４
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調査対象：大臣認可の水道事業等 444事業
（上水道事業及び水道用水供給事業）

インフラメンテナンスにおける新技術導入促進に向けた取組

• 水道施設の点検を含む維持・修繕の実施にあたっては、新技術を積極的に活用し、水道施設を良好な状態
に保ちつつ、長寿命化を図ることが重要である。

• 厚生労働省では、「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」において水道事業者
等に新技術の採用を促している。また、新技術の導入に関する実績調査や（公財）水道技術研究センター
(JWRC）と連携した新技術の事例集（具体的な点検方法や活用事例等）の取りまとめなど新技術導入を促
進させる取組を行っている。今後、新技術活用に関する財政支援を行う予定。

新技術のイメージ 水道施設の点検を含む維持・修繕にかかる

新技術を導入している水道事業等の数及び割合
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1 2
系列1 系列2

XXX

36%
39%

162 172

振動センサーを活用した水道管
の漏水検知システム

ドローンを活用した点検を行う技術

タブレット等の端末を活用した
維持管理情報等を管理する技術

出典：株式会社日立製作所提供 出典：堺市上下水道局提供

出典：厚生労働省資料
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水道施設の点検を含む維持・修繕に関する新技術事例集

• 令和３年度から（公財）水道技術研究センター（JWRC）において、新技術を用いた具体的な点検方法や活
用事例を事例集としてとりまとめる取組を開始。

• これまで令和３年２月時点で12事例を掲載。

• JWRCでは、今後も定期的に新技術の事例を公募し、拡充していく予定。

新技術事例集の構成 主な掲載技術

162

振動センサーを活用した水道管
の漏水検知システム

水質モニターを活用した排水管理
を行う技術

水中ロボットを活用した水道施設の
調査および清掃をする技術

出典：JWRC 出典：JWRC

出典：JWRC

新技術情報

〇水道施設の分類

〇技術区分

〇キーワード

〇新技術名称

〇新技術の概要

〇新技術の特徴（適用範囲・効果等）

〇技術評価・成果確認等実績等

〇導入事業者

〇導入事業者からのコメント

〇その他（特記事項）

〇新技術紹介サイト

〇問い合せ先
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新技術活用に関する財政支援

• 令和４年度予算（案）において、水道事業におけるIoT活用推進モデル事業の対象へIoTを用いない新技術
の導入事業を加える予定。

• IoTを用いないが、事業の効率化や付加価値の高い水道サービスの実現を図るための新技術導入を支援する。

I o T活用推進モデル事業でのこれまでの採択事例 対象範囲のイメージ

162 172IoT 新技術
・水道情報活用システム

・スマートメーター

・AIを用いた
管路劣化診断など

・ドローン
・水中ロボット
・管内カメラ
など

IoTを用いない

スマート水道メーターの導入（豊橋市水道局）

・市内全域の水道メーター検針の自動化に向けた先行取組。

・水道・電気・ガスの共同検針を導入することにより、検針業務の効率化。

・取得したデータは、使用者に対し見える化サービスを提供するとともに、漏水の早期発見など利活用。

・将来的に類似業務における連携・統合等業界を超えた新たな業務モデルの構築につなげることを視野。

スマート水道メーターとは、
遠隔で検針値等のデータを
取得でき、指定された時間間
隔もしくは一定水量の使用ご
とにデータ送信ができる水道
メーターをいう。

水道スマートメーター

IoT活用推進モデル事業で対象外となっている新技術を対象

●
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インフラメンテナンスにおける新技術導入促進に
向けた文部科学省の取組について

令和４年３月２８日
文部科学省提出資料

【社会資本整備等】 ２．効率的・効果的な老朽化対策の推進：国交省、農水省、厚労省、文科省、環境省 参考資料５
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インフラメンテナンスにおける新技術導入促進に向けた文部科学省の取組について

§５．新技術の開発・導入
（１）新技術の開発
○ 文部科学省においては、以上の政府全体の方針を踏まえ、効果的・効率的なインフラ維持管理・
更新を実現する上で高度化が必要とされる、点検・診断技術、補修・更新技術や新規構造材料等の
研究開発を推進する。また、これらの研究開発において成果が得られた際には、広報、普及啓発を
積極的に行う。

（２）新技術の導入
○ 現場への導入段階に至った建築物に関する新技術や手法について、関係省庁と連携しつつ、対象

施設の各設置者に周知するなど、その導入の推進に努める。

文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和３年３月改定）抜粋

所管研究開発法人において、官民が連携して維持管理
における非破壊診断技術や新規材料の研究開発を推進。
（例①：量子科学技術研究開発機構における研究開発）
・レーザー打音計測技術
レーザーでコンクリート表面を叩いて表面振動（振動周波数）
の違いを検出し、内部の欠陥を探査する技術を開発。

（例②: 物質・材料研究機構における研究開発）
・制振ダンパー
従来鋼材の約10倍の疲労耐久性を有する制振ダンパーの開発。

〇点検・診断技術における新技術の研究開発
金沢大学の校舎において、ドローンとＡ

Ｉを活用した非接触・非破壊点検手法の開
発と実装における取組が第６回インフラメ
ンテナンス大賞で文部科学大臣賞を受賞。

※インフラメンテナンス大賞
国土交通省と共催し、インフラメンテナンスの優れた取
組を広く普及することで、インフラメンテナンスの理念
の普及を図ることを目的に平成２８年度から実施

〇維持管理等に新技術を導入した事例

⇒今後、関係府省庁と連携しながら、文教施設の維持管理における新技術の導入状況等を
把握しつつ、上記のような新技術の導入促進に向け必要な対応を行ってまいりたい。 76



 

一般廃棄物処理施設のインフラメンテナンスにお
ける新技術について

令和４年３月

【社会資本整備等】 ２．効率的・効果的な老朽化対策の推進：国交省、農水省、厚労省、文科省、環境省 参考資料６
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一般廃棄物処理施設のインフラメンテナンスにおける新技術について

環境省インフラ長寿命化計画（行動計画）

（参考）一般廃棄物処理事業実態調査

 環境省では、昭和51年度から「一般廃棄物処理事業実態調査」を毎年度実施しており、すべての市町村等を対象として施設整
備状況、ごみ処理状況についての調査を実施している。

 個別施設計画の策定状況等についても本調査で把握している。

令和４年度に実施する「一般廃棄物処理事業
実態調査」から、各施設での新技術導入の状
況について調査を行い、まずは現状を把握するこ
とに努めていきたい。

今後の予定

（新技術例）機器に振動センサーを設置し、劣化状態を常時監視する取組み

出典：第41回全国都市清掃研究・事例発表会講演論文集(2020年1月）

環境省では、「環境省インフラ長寿命化計画
（行動計画）」を令和３年４月に改訂し、
一般廃棄物処理施設の点検・診断について、
新技術の開発・導入を促している。
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【社会資本整備等：新しい時代に対応したまちづくり、地域づくり】

政策目標：政令指定都市及び中核市等を中心に多核連携の核となるスマートシティを強力に推進し、企業の進出、若年層が就労・居住し
やすい環境を整備するとともに、立地適正化計画及び地域公共交通計画の作成促進や策定された計画の実現を通じ、まちづく
りと公共交通体系の見直しを一体的に進める。
①社会のＤＸ化による地域サービス等の進展や新技術活用による新たな価値創出に資する基盤を構築するとともに、都市マネ
ジメント高度化等による社会課題解決を目指す取組への民間企業・市民の参画状況を向上させる。このため、デジタル基盤、
運営体制、人材等のスマートシティ推進の基盤整備を図るとともに、質的な効果に着目した活動・サービス推進を通じ、住民
満足度の向上、産業の活性化、グリーン化の実現など社会的価値・経済的価値、環境的価値等を高める多様で持続可能な都市
が各地で形成され、国内外に紹介できる優良事例を創出する。

KPI第２階層 KPI第１階層

○データガバナンス体制を整備したスマートシ
ティ数

〇サービス分野毎のオープンデータ数
○データ連携・ガバナンス等に関する研修の参加者数

○都市ＯＳを介したデータ連携都市数

１．政策体系の概要

〇一定の知識を持つスマートシティ運営従事者
数
〇行政、運営組織のスマートシティ担当者数

〇都市ОＳ（データ連携基盤）の導入地域数

〇スマートシティ数

〇スマートシティ構築を先導する人材数
○スマートシティの人材育成プログラムの受講者数

〇ー（次年度以降に客観的指標を設定）

〇スマートシティに取組む自治体および民間企業・地域団体の
数（官民連携プラットフォームの会員・オブザーバ数）
〇優良モデル、課題解決策に関する質の高い情報発信数

〇スマートシティサービスの運営組織数
○スマートシティに参画している地域連携組織数
（CivicTech組織、リビングラボ等）
○市民・関係人口のスマートシティの活動への（認
知・浸透）参画の促進数

○ＡＰＩカタログ上でのＡＰＩ公開件数 ○ＡＰＩカタログを公開した都市数

○スマートシティにおけるサービスに関する評価指標の設
定件数

〇ー（次年度以降に客観的指標を設定）
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【社会資本整備等：新しい時代に対応したまちづくり、地域づくり】

政策目標：政令指定都市及び中核市等を中心に多核連携の核となるスマートシティを強力に推進し、企業の進出、若年層が就労・居住し
やすい環境を整備するとともに、立地適正化計画及び地域公共交通計画の作成促進や策定された計画の実現を通じ、まちづく
りと公共交通体系の見直しを一体的に進める。
①社会のＤＸ化による地域サービス等の進展や新技術活用による新たな価値創出に資する基盤を構築するとともに、都市マネ
ジメント高度化等による社会課題解決を目指す取組への民間企業・市民の参画状況を向上させる。このため、デジタル基盤、
運営体制、人材等のスマートシティ推進の基盤整備を図るとともに、質的な効果に着目した活動・サービス推進を通じ、住民
満足度の向上、産業の活性化、グリーン化の実現など社会的価値・経済的価値、環境的価値等を高める多様で持続可能な都市
が各地で形成され、国内外に紹介できる優良事例を創出する。

KPI第２階層 KPI第１階層

１．政策体系の概要

○スマートシティで構築された社会領域サービス数
- 社会領域（モビリティ、防災／防犯、インフラ／施設、
健康／医療、教育、行政 等）
○スマートシティで構築された経済領域サービス数
- 経済領域（産業／経済 等）
○スマートシティで構築された環境領域サービス数
- 環境領域（環境／エネルギー 等）

（社会領域）※２
- 未来技術の実装により、地域に住む誰もが

利便性の高い生活を送り続けることができる地
域社会の実現

- 官民のモビリティ関連データの連携の基盤
の構築

-教育の質向上のための環境整備
（経済領域）※２

- 働く者にとって効果的なテレワークを推進
（環境領域）※２

- 地域の脱炭素化の推進
※２：社会・経済・環境領域におけるスマートシティ
サービスの分野ごとの施策の進捗・効果等について、
必要に応じ、関連する政府計画の指標・目標等と連携
させる。

２．狙い

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策 工程表の箇所 確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

４
内閣府
（CSTI)

スマート
シティ

社資13
(p68-70)

・スマートシティの構築による社会的価値、
経済的価値、環境的価値への影響（どのよ
うな効果が発現するか）及びスマートシ
ティの活動状況等との関係
・ＫＰＩやモニタリング指針等の先行例

R4～：指標充実・あり方、継続
的データ取得手法等の検討 等
関係事業で評価指標指針を参考
として活用。先進事例をガイド
ブック改訂等により横展開

・社会（教育、健康）、経済（雇用、買物）、
環境（移動、防災）などの指標設定事例 等
・自治体、民間の取組（内容・水準）、大学
等の地域拠点、人材育成等の活動の情報 等
・国、自治体でのケーススタディによる試行

１）スマートシティの地域での取組の現状・水準を把握 ２）取組推進に向けた国の施策の状況を把握
３）地域・国における取組成果の効果的な評価方法について継続的に検討・充実を図る

「１２．スマートシティの推進」については、ＥＢＰＭアドバイザリーボードと連
携を図りつつ、ＫＰＩ指標の数値を調査、分析、妥当性の検討を行い、達成を目指
す便益を把握するための指標の導入や質的指標の導入等をはじめとしたＫＰＩ指標
となるようロジックモデルの見直しを必要に応じて行う。なお、ＫＰＩ指標の算出
の際、適切な評価を行うために調査方法に留意する。

工程
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【社会資本整備等】 ３．スマートシティ：内閣府（CSTI）

pptファイルであれば、可能な限り
項目名と担当省庁を記載

参考資料
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pptファイルであれば、可能な限り
項目名と担当省庁を記載
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pptファイルであれば、可能な限り
項目名と担当省庁を記載
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pptファイルであれば、可能な限り
項目名と担当省庁を記載
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pptファイルであれば、可能な限り
項目名と担当省庁を記載
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pptファイルであれば、可能な限り
項目名と担当省庁を記載
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87出典：「スマートシティ評価指標に関する有識者検討会」資料（内閣府）



88出典：「スマートシティ評価指標に関する有識者検討会」資料（内閣府）



スケジュール案（スマートシティに関する評価指標等の見直しの
検討）

項 目 R3年度 第2四半期 R3年度 第3四半期 R3年度 第4四半期 R4年度～

評価指標の充実に
関する検討

成果の施策への反映

指標見直しの検討

（2月）

指標充実の検討

更なる指標の充実につ
いて継続的に検討

自治体、民間の取
組事例（内容・水準
等）の情報取集

定義水準等の詳細検討

継続的な情報収集体制
の検討・構築

人材育成等に関す
る施策の検討

人材像、育成策等につ
いて継続的に検討

人材育成、大学等
の地域拠点の取組
事例の情報収集 継続的な情報収集体制

の検討・構築

国の施策の状況を
把握

国施策の状況の
情報収集・整理

継続的な情報収集体制
の検討・構築

検討会の開催

既存情報の
収集・整理

既存情報の
収集・整理

（10月） （12月）

既存情報の
収集・整理

改革工程表
2021に反映

評価指標
設定指針

→関係事業で参考として活用
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【社会資本整備等：ＰＰＰ／ＰＦＩの推進】

政策目標：民間の資金・ノウハウを最大限活用するとともに、公的負担の最小化を図るため、「ＰＰＰ／ＰＦＩ推進アクションプラン」
に基づき、多様なＰＰＰ／ＰＦＩの活用を重点的に推進するとともに、地方公共団体等がＰＰＰ／ＰＦＩに取り組みやすい方
策等を講じる。
・なお、2013年度～2022年度の10年間で21兆円としたＰＰＰ／ＰＦＩの事業規模（契約期間中の総収入）目標を前倒しで達

成したことを受け、2022年～2031年度の新たな目標を設定するとともに推進方策を拡充し、ＰＰＰ／ＰＦＩが活用される
地域と分野を大幅に拡大する。

KPI第２階層 KPI第１階層

〇公共施設等運営事業、収益型事業及び公的
不動産利活用事業の導入件数

〇優先的検討規程に基づき新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事
業の検討を実施した団体数

〇地域プラットフォーム（ブロックプラットフォーム
を含む）を活用してＰＰＰ／ＰＦＩ事業の導入可能性
調査等を実施した人口20万人未満の地方公共団体数

１．政策体系の概要

２．狙い

ＰＰＰ／ＰＦＩの推進による公的負担の最小化、効率的かつ効果的であって良好な公共サービスの実現

３．具体的な検証項目

〇地域プラットフォーム（ブロックプラットフォーム
を含む）に参画する人口20万人未満の地方公共団体数

担当府省 対象施策 工程表の箇所 確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

５
内閣府
ほか

PPP/PFI
社資10
(p65)

・PFI事業による公的負担の削減
・優先的検討規程の策定および地域プ
ラットフォームの活用とPFI事業実施団
体の関係（KPIと政策目標の関係）
・公的負担削減以外のPFI事業の実施効
果を確認し、新たな目標設定の検討に反
映
・継続的に指標の充実を図る

・本年秋までに、より効果
的な優先的検討規程および
地域プラットフォーム（ブ
ロックプラットフォームを
含む）の活用に向けた分析
を実施

・期間満了PFI事業のアンケート

データ、事業報告書
・自治体別のPFI事業実施状況
・優先的検討規程の策定状況
・地域プラットフォームの活用状況
・PPP/PFIの実績・効果（事業規模、
歳出削減・歳入増加効果、公共サー
ビスの質の向上等）

90



〇 優先的検討規程は令和３年３月時点で198団体が策定済。人口20万人以上の団体（政令市除く）における
策定率は75％にのぼるが、人口10～20万人では14％、人口10万人未満では2％にとどまる。

〇 優先的検討規程を策定済みの団体は、PFI事業の実施率が高い傾向。未策定団体のPFI事業実施率が13%で
あるのと比べ、策定済団体のPFI事業実施率は60%である。

優先的検討規程策定済・未策定の地方公共団体の比較 （令和3年3月末時点）

出所：ＰＰＰ／ＰＦＩの実施状況等に関するアンケート調査（令和3年度） ※回収率99％時点

参考資料① 優先的検討規程

【社会資本整備等】 ４．ＰＰＰ／ＰＦＩ：内閣府

実施団体数 実施率 実施団体数 実施率

都道府県 47 47 0 100.0% 35 74.5% - -

政令指定都市 20 20 0 100.0% 19 95.0% - -

人口20万人以上の団体 111 83 28 74.8% 51 61.4% 13 46.4%

小計 178 150 28 84.3% 105 70.0% 13 46.4%

人口20万人未満
　　　10万人以上の団体

156 22 134 14.1% 9 40.9% 52 38.8%

人口10万人未満の団体 1,454 26 1,428 1.8% 5 19.2% 147 10.3%

合計 1,788 198 1,590 11.1% 119 60.1% 212 13.3%

PFI実施状況

規程策定済 規程未策定

優先的検討規程の策定状況

策定率

地
方
公
共
団
体

団体総数 策定済
団体数

未策定
団体数
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参考資料② 地域プラットフォーム

目標 ： 200団体（平成30年度から令和2年度まで）
進捗状況 ： 153団体（平成30年度末）→ 255団体（令和2年度末）

目標 ： 600団体（平成30年度から令和2年度まで）
進捗状況 ：385団体（平成30年度末）→649団体（令和2年度末）

○地域プラットフォーム（ブロックプラットフォームを含む）への参画状況

地域プラットフォーム（ブロックプラットフォームを含む）に参画する地方
公共団体数

地域プラットフォーム（ブロックプラットフォームを含む）を活用して導入可
能性調査等を実施した地方公共団体数

出所：ＰＰＰ／ＰＦＩの実施状況等に関するアンケート調査（令和3年度） ※回収率99％時点 92



5% 2%

19%

74%

1 2 3 4

出所：ＰＰＰ／ＰＦＩの実施状況等に関するアンケート調査（令和3年度）

【事後評価等の実施状況】

N=1418

【事後評価を実施していると回答した事業
のうち、結果公表している事業】

69 28

273

1048

自治体規模 事後評価を実施
している事業

評価結果を公表
している事業

都道府県 1 0

政令指定都市 8 7

20万人以上 7 3
10万人以上20
万人未満

7 1

10万人未満 11 2

計 34 13

参考資料③ ＰＰＰ／ＰＦＩ事業における事後評価等の実施状況
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■ （事例１）千葉市少年自然の家 運営及び維持管理業務【社会教育施設】

－効果の特徴－

 事業目的に即した良質なサービスの提供
 地元農家やポランティアとの連携によるコミュニティ活動の活発化、地域活性化

 民間ノウハウによる需要リスク回避
 長期契約に基づく長期的視点からの維持管理

■ （事例２）千葉市大宮学校給食センター整備事業【学校給食センター】

－効果の特徴－

 民間ノウハウによる安心・安全な給食サービスの提供
 民間の資金調達ノウハウによる安定的な財務状況の確保

 計画的かつ定期的な維持管理による良好な施設状態の維持
 地元雇用等による地域経済の活性化への貢献

■ （事例３）松森工場関連市民利用施設整備事業（仙台市）【余熱利用施設】

－効果の特徴－

 良質で低廉なサービスの提供
 地域コミュニティ活動促進への寄与

 民間の経営能力の発揮による安定的なサービス提供
 本事業に参画した地元企業の成長（新たなPFI事業への参画）

■ （事例４）多摩スポーツセンター建設等事業（川崎市）【体育施設】

－効果の特徴－

 事業目的に即した良質なサービスの提供
 利用者ニーズに応じた事業展開による地域活動の活発化

 民間ノウハウが発揮された経営による財政負担の軽減
 包括発注、長期契約に基づく効率的な施設整備及び維持管理

参考資料④ ＰＦＩ事業の実施効果

• 事後評価を行った事例では、実施効果として、良質なサービスの提供、地域経済への寄与・
コミュニティ活動等の地域活動の活性化が共通して見られ、また、長期契約に基づく良好な
維持管理等の効果も挙げられた。
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【地方行財政改革等】
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【地方行財政改革等：１．持続可能な地方行財政基盤の構築】

政策目標：持続可能な地方行財政基盤を構築するため、将来の人口構造の変化に対応した行財政制度の在り方の検討や地方交付税をはじ
めとした地方の財政に係る制度の改革に取り組むとともに、見える化、先進・優良事例の横展開、公営企業・第三セクター等
の経営抜本改革を推進する。

・安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債の発行額（減少の方向）、地方公共団体財政健全化
法に基づく健全化判断比率・資金不足比率（改善の方向）

KPI第２階層 KPI第１階層

○歳出効率化の成果
※全国一律の効果指標設定は困難であり、団体毎

に手法に応じた歳出効率化効果等（業務コスト

（金額）、処理手続時間等）を把握し、公表

○窓口業務のアウトソーシングの実施件数
○標準委託仕様書等を参考にする自治体数
○総合窓口を導入した自治体数
○基準財政需要額の算定への反映を開始した対象
業務数

１．政策体系の概要

２．狙い

自治体の業務改革・広域連携の効果検証

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策 工程表の箇所 確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

1総務省
自治体の業務
改革

国地方1
(p77)

自治体の業務改革により、住民の利便性は
向上したか

本年も調査を実施す
るか検討

既存調査結果を踏まえて検討
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自治
体名 自治体の課題 取組内容 効果の概要

千葉県
千葉市

・ 区役所と保健福祉センターがそ
れぞれ別の場所に位置しており、
住民関係手続と福祉関係手続
を完了させるためには、それぞれの
施設を行き来する必要があり、住
民の負担となっていた。

・総合窓口の導入
・窓口レイアウトの変更
・申請の簡略化

（取組にあたってのポイント）
・業務フローの現状分析
・庁内検討体制の整備

【効果】
・手続時間の削減
介護保険要介護認定申請手続

18分 ⇒ 10分 （８分削減）
・窓口に移動する手間、申請書重複記入の手間を削減

（測定手法）
・各手続をロールプレイング形式で実験的に実施し、所要時間を算出

埼玉県
深谷市

・ 申請手続ごとに申請様式が異
なるため、複数の手続が必要な場
合は、申請書類に同じ情報を記
入しなければならず、市民にとって
手間・負担となっていた。

・窓口業務の民間委託
・申請の簡略化

（取組にあたってのポイント）
・先進自治体の事例研究

【効果】
・申請書自動作成による市民課窓口での所要時間（発券～
会計終了）の削減。
・証明書発行手続 平均13分22秒（R2.12～R3.4）
※導入前平均15分33秒＋申請書記載時間（R2.6）

・住民異動処理手続 平均22分15秒（R2.12～R3.4）
※導入前平均41分（R2.6）

（測定手法）
・手続開始時と終了時に申請様式上に時間を記録して算出

長崎県
佐世保市

・ 市民を対象に実施したアンケー
トにおいて、1カ所で手続が完了
する「窓口の一元化」について高
い関心が示された。

・総合窓口の導入
・窓口業務の民間委託
・窓口レイアウトの変更

（取組にあたってのポイント）
・総合窓口に関する住民ニーズと
現状を比較分析

【効果】
・市民の待ち時間 削減時間 約10分/件
・事務処理時間 削減時間 約３分/件
・窓口利用者満足度 約92％が満足と回答

（測定手法）
・番号発券機の番号発券時刻、窓口受付時刻、手続完了時刻等のデータ
を確認し算出

自治体の窓口業務改革【総合窓口化、民間委託】 参考事例
【地方行財政改革等】 １．自治体の業務改革：総務省 参考資料
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【地方行財政改革等：１．持続可能な地方行財政基盤の構築】

１．政策体系の概要

２．狙い

自治体におけるＡＩ・ＲＰＡの導入による業務効率化等の取組推進

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策
工程表の
箇所

確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

2 総務省
自治体の
ＡＩ・ＲＰ
Ａ

国地方２
（ｐ78）

ＡＩ・ＲＰＡ導入による業務効率化の
効果分析や住民の利便性向上に向けた
取組を推進する観点から、どのような
ＫＰＩがより適切か

本年秋までに既存調査を整
理

既存調査を踏まえて検討

政策目標：持続可能な地方行財政基盤を構築するため、将来の人口構造の変化に対応した行財政制度の在り方の検討や地方交付税をはじ
めとした地方の財政に係る制度の改革に取り組むとともに、見える化、先進・優良事例の横展開、公営企業・第三セクター等
の経営抜本改革を推進する。

・安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債の発行額（減少の方向）、地方公共団体財政健全化
法に基づく健全化判断比率・資金不足比率（改善の方向）

KPI第２階層 KPI第１階層

○ＡＩ、ＲＰＡ導入地域数
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【地方行財政改革等】２.自治体におけるＡＩ・ＲＰＡ：総務省 参考資料１

 AI・RPAの導入済み団体数は、2021年６月時点で535団体となっている。
 AIのみの導入が152団体、RPAのみの導入が118団体、いずれも導入している団体が265団体となっている。

○ 骨太の方針2020（R2.7.17閣議決定）では「総務省は、地方自治体のＡＩ・ＲＰＡ活用、セキュリティも踏まえた最適なクラウド化やデ
ジタル人材不足の解消を中心にＩＣＴ化を抜本的に進める計画を年内に策定し、具体的なＫＰＩを設定して取組を加速する。」とされた。

背 景

「自治体DX推進計画」の策定（R2.12.25）

計 画 の 概 要
１．計画期間 R3.1～R8.3
２．自治体が取り組む施策等

・ 推進体制の構築（組織体制の整備やデジタル人材の確保・育成など）
・ ６つの重点取組事項

①自治体情報システムの標準化・共通化 ②マイナンバーカードの普及促進 ③行政手続のオンライン化
④AI・RPAの利用推進 ⑤テレワークの推進 ⑥セキュリティ対策の徹底

・ その他の取組事項 地域社会のデジタル化（デジタルデバイド対策を含む）など

152
118

265

1253
1 2 3 4

535団体
単位：団体

総務省情報流通行政局地域通信振興課・自治行政局行政経営支援室
「自治体におけるAI・RPA活用促進」（令和３年７月１４日）より作成
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地方自治体のAI・RPAの導入動機

Ｒ
Ｐ
Ａ
の
導
入
動
機

Ａ
Ｉ
の
導
入
動
機

AI・RPAともに、自治体職員からの要望（担当課又は担当課以外の庁内部署からの要望）や他団体での導入（実証実験も含む）
効果が導入動機であるとの回答が多く、先進事例の横展開が効果的だと考えられる。

首長のイニシアティブ, 
7, 7.7%

担当課から
の要望, 31, 

34.1%
担当課以外の庁
内部署からの提
案, 14, 15.4%

ソフト提供
会社からの
提案, 16, 

17.6%

他団体での導入（実証実験も
含む）効果, 10, 11.0%

共同利用グループ・共同研究会の推進, 3, 3.3%

その他, 10, 
11.0%

首長のイニシアティブ, 
128, 13.2%

担当課か
らの要望, 
278, 28.6%

担当課以外の庁内部
署からの提案, 106, 

10.9%

ソフト提供会
社からの提案, 

105, 10.8%

他団体での導入
（実証実験も含
む）効果, 162, 

16.7%

共同利用グ
ループ・共同
研究会の推進, 

105, 10.8%

その他, 
88, 9.1%

都道府県 指定都市 その他市区町村

首長のイ
ニシア
ティブ, 
3, 8.3%

担当課か
らの要望, 

14, 
38.9%

担当課以外の庁内部署からの提案,5,13.9%

ソフト提供会社
からの提案, 7, 

19.4%

他団体での導入
（実証実験も含
む）効果,5,13.9%

その他, 2, 5.6%

首長のイニシア
ティブ12.6%

担当課か
らの要
望, 191, 
24.0%

担当課以外の庁内部署から
の提案, 121, 15.2%

ソフト提供会社から
の提案, 120, 15.1%

他団体での導入（実
証実験も含む）効
果, 178, 22.4%

その他, 
86, 

10.8%

首長のイニシア
ティブ4,6.0%

担当課から
の要望, 12, 

17.9%

担当課以外の庁
内部署からの提
案, 9, 13.4%

ソフト提供会社からの提
案,5,7.5%

他団体での導入（実
証実験も含む）効果, 

24, 35.8%

その他, 13, 
19.4%

総務省情報流通行政局地域通信振興課・自治行政局行政経営支援室「自治体におけるAI・RPA活用促進」（令和３年７月１４日）より作成

自治体職員からの要望（担当課又は担当課以外の庁内部署からの要望）
他団体での導入効果

参考資料２
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【地方行財政改革等：１．持続可能な地方行財政基盤の構築】

政策目標：持続可能な地方行財政基盤を構築するため、将来の人口構造の変化に対応した行財政制度の在り方の検討や地方交付税をはじ
めとした地方の財政に係る制度の改革に取り組むとともに、見える化、先進・優良事例の横展開、公営企業・第三セクター等
の経営抜本改革を推進する。

・安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保した上で、臨時財政対策債の発行額（減少の方向）、地方公共団体財政健全化
法に基づく健全化判断比率・資金不足比率（改善の方向）

KPI第２階層 KPI第１階層

○人口の社会減の緩和・社会増など（事後的
に検証）

○連携中枢都市圏等の形成数
○各圏域において取り組む施策や事業に応じて設
定した成果指標（ＫＰＩ）の達成率
○複数の市町村による共同策定が可能であること
について明確化されている法定計画の数

１．政策体系の概要

２．狙い

自治体の業務改革・広域連携の効果検証

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策 工程表の箇所 確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

3総務省
自治体の広域
連携

国地方11
(p84)

各圏域において連携して施策等を
講じたことによる効果を検証する
ためにどのようなＫＰＩが適切か

昨年秋に実施した調査の結果
等も踏まえながら、各圏域に
対してＫＰＩの見直し状況調
査等を実施

・各圏域におけるＫＰＩの見直し状況
に関するデータ
・①圏域全体の経済成長のけん引、②
高次の都市機能の集積・強化、③圏域
全体の生活関連機能サービスの向上と
いう連携中枢都市圏の３つの役割につ
いて、連携の効果を測ることができる
適切なデータ 等
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ＫＰＩ（重要業績評価指標：Key Performance Indicator）とは
• 目標を達成するための取組の進捗状況を定量的に測定するための指標
• ＰＤＣＡサイクルを確立するためには、取組の状況や効果を定量的に評価することができる適切なＫＰＩを設

定・管理することが重要。

連携中枢都市圏におけるＫＰＩの設定等の基本的な考え方

①地域経済
（圏域全体の経済成長のけん引）

②高次都市機能
（高次の都市機能の集積・強化）

③生活関連機能
（圏域全体の生活関連機能サービスの向上）

 連携中枢都市圏における取組を通じてどのような地域を目指すか最終的なゴールを検討し、３つの大分野（①地域経済、②高次都
市機能、③生活関連機能）について明確なＫＰＩを設定する。

 最終的なゴールを実現するためには、どのような中分野を設定し、各中分野についてどのような事業を行う必要があるか検討する。
 各中分野や個別事業についても可能な限り明確なＫＰＩを設定する。

事業Ａ

事業Ｃ

事業Ｂ

事業Ｄ

事業Ｅ

事業Ｇ

事業Ｆ

事業Ｈ

事業Ｉ

事業Ｋ

事業Ｊ

事業Ｌ

新規創業支援、戦略産業の育成

地域資源を活用した地域経済の裾野拡大

高度な医療サービスの提供

高度な中心拠点の整備

介護、福祉

教育・文化・スポーツ

大分野（役割）
中分野（例） 個別事業

 個別事業について設定したＫＰＩの達成状況を定期的に把握し、事業の進捗や効果を検証する。

 大分野や中分野に係るＫＰＩの達成状況も把握し、個別事業が大分野や中分野において設定しているＫＰＩの進捗に寄与しているか
検証する。

 個別事業におけるＫＰＩの進捗状況が芳しくない場合や、大分野や中分野において設定しているＫＰＩの進捗状況が芳しくない場合
は、その要因を分析し、必要に応じて事業の内容について見直しを行う。

【地方行財政改革等】
３．自治体の広域連携：総務省

参考資料１
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１．ＫＰＩの設定・検証の体制について
○ ＫＰＩの設定・検証については、連携中枢都市のみで行うのではなく、連携市町村や連携中枢都市圏

ビジョン懇談会の構成員等も巻き込みながら行うこと。
○ 定期的にＫＰＩの達成状況を把握し、事業の見直しやビジョン全体の見直しにつなげること。 等

ＫＰＩの設定・検証に当たっての留意点等（概要）

２．ＫＰＩの設定に当たっての留意点
○ 行政活動そのものの結果（アウトプット）ではなく、その結果として住民にもたらされた便益（アウトカム）

に関する数値目標を設定することが望ましい。
○ 連携の効果を測ることが重要であることから、連携しなかった場合と比べてどのような効果があったの

か、連携中枢都市のみならず連携市町村の住民にどのような便益がもたらされたのかといった観点から
ＫＰＩを設定することが望ましい。

○ 進捗管理や定期的な検証に適した客観的・定量的な指標をＫＰＩとして設定すること。
○ 過去の実績や現在の事業環境等を踏まえ、適切な目標水準を設定すること。 等

具体的な事例を交えながら補足
（例）施設の相互利用に係る事業の場合

・ポイントは施設の相互利用により利用者数や利用者層にどのような変化があったのかということ。
例えば、施設の相互利用開始前と比較して施設の年間利用者数がどの程度増えたのか、
施設所在市町村以外の連携市町村の住民が当該施設をどの程度利用しているのかといった
視点からＫＰＩを設定することが望ましい。

今後の各圏域におけるＫＰＩの見直しや連携の効果の検証、取組のさらなる深化につなげていただく

【地方行財政改革等】
３．自治体の広域連携：総務省

参考資料２
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【地方行財政改革等：２．個性と活力ある地域経済の再生】

政策目標：個性と活力ある地域経済の再生に向けて、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における各種ＫＰＩの達成を目指す。
また、人口急減地域においては、地域社会・経済の維持に困難が生じており、地域づくりを行う人材の確保を図る。

KPI第２階層 KPI第１階層

○生活支援などの自主事業の実施等により収
入の確保に取り組む地域運営組織の割合

○地域運営組織の形成数

１．政策体系の概要

２．狙い

活力ある地域経済の再生の取組の推進

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策 工程表の箇所
確認するエビデンス

等
予定 必要なデータ例

4
内閣府
内閣官房

地域運営組織
国地方15
(p86)

地域運営組織の現状
分析をどのように実
施すると適切か

外部有識者による会議体において議論をい
ただきながら検討

既存調査や他施策の関連調査、議
論の動向を踏まえて検討
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【地方行財政改革等：２．個性と活力ある地域経済の再生】

政策目標：個性と活力ある地域経済の再生に向けて、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における各種ＫＰＩの達成を目指す。
また、人口急減地域においては、地域社会・経済の維持に困難が生じており、地域づくりを行う人材の確保を図る。

KPI第２階層 KPI第１階層

○地方創生推進交付金対象事業について、地
方公共団体において設定したＫＰＩの達成
（事前に設定したＫＰＩを達成した事業数／
交付金対象事業数）
○地方創生推進交付金事業全体の効果
（経済波及効果等）

○地方創生推進交付金対象事業について、地方公
共団体におけるＫＰＩの設定
（ＫＰＩを設定した事業数／交付金対象事業数）
○地方公共団体のＫＰＩ達成に貢献する可能性が
高い取組である「適切なＫＰＩ設定」、「安定し
た人材の確保」、「地域主体の参加促進」、「事
業改善方針の明確化」の実施率

１．政策体系の概要

２．狙い

活力ある地域経済の再生の取組の推進

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策 工程表の箇所 確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

5
内閣府
内閣官房

地方創生推進
交付金

国地方16
(p87)

地方創生推進交付金が各自治体においてど
のような効果があったのか

地方創生関係交付金
を活用した事業に関
し、外部有識者によ
る会議体における検
討を踏まえつつ、更
に取組を進める

データ及びデータベースの活用状
況等について、引き続き調査
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【令和2年度の事業の実施・取組の状況】

• 1事業当たりの事業実績額は1自治体当たり3,210万円。

• 効果検証事業で報告を受けた事業数は1,901（単独1,575、広域326）。

• 1事業当たりのＫＰＩは3.3個。

• ＫＰＩ目標を一つ以上達成した事業の割合は73％。

【地方創生推進交付金の効果について】

（１）個別自治体

• 先駆タイプの事業に関する調査において、３つのＫＰＩが全て目標を上回った１８事業を対象にＫＰＩを分
析。「総合的なアウトカム」と考えられる指標について、各分野の交付金事業の効果をみてみると、ローカ
ルイノベーション、農林水産、観光振興の分野では「販売額」「就業者数」「創業件数」「新規取引件数」
「観光客数」などが効果として確認された。地方への人の流れ・働き方改革、まちづくりでは、「移住者
数」「雇用者数」が効果として確認された。

• また、ＫＰＩ以外でどのようなデータを用いて、事業の効果をみているかをきいたところ、「総合戦略の中
のより上位のＫＰＩを検証の対象としている」（13件）のほか、個別のアウトカム指標として、「事業の満
足度等」（16件）、「販売額・消費額」（10件）、「観光消費額・観光宿泊者数等」（14件）、「移住者
数」（7件）、「住民の健康度を示す指標」（8件）などの回答があげられた。
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（２）地方創生推進交付金事業全体の経済的な効果

• 令和３年度効果検証事業において、①「市町村別農業産出額」への「一人当たり交付金支出額」の影響の回
帰分析、②都道府県の「観光入込客数」について「取り組むべきこと」の実施状況の影響分析、の2つを実
施した。

• その結果、①一人当たり交付金額は市町村の農業生産額の伸び率にプラスの効果を与えていた、②「取り組
むべきこと」（21項目）への取組状況が熱心な都道府県の方が高い観光入込客数の伸びを示していた、との
結果が得られた。

【先駆タイプの事業に関する調査結果】

平成28年度から令和２年度にかけて実施された先駆タイプの事業のうち、ＫＰＩを著しく上回った事例や下
回った事例等について、個別事例ごとに書面及び聞き取り調査を実施。ＫＰＩを著しく下回った事例や計画の
途中段階で推進交付金の活用を停止した事例について、事業を進める上で課題が表出し、隘路に陥っていた
ケースが多いことがわかった。また、ＫＰＩの達成につき、その成否を分けた要因（「多くの関係者との円滑
な連携」「核となる人材の確保」「事前調査・分析の十分な実施と、目標達成に向けた対応の見通し」「PDCA

の適切な実施」「地域住民の事業への理解・協力等」「効果的な広報につながるような工夫や地域課題の解決
に向けた発想の転換」など）が共通して複数見受けられた。
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【データおよびデータベースの活用状況に関する調査結果】

• 令和３年度効果検証事業において、データおよびデータベースの活用状況に関する調査を実施。５２事業に
ついてのヒアリング調査の実施結果をとりまとめたものを事務局で整理。調査結果については、地方公共団
体向けに周知すべく、前記報告書に収録。

• 主な調査結果は以下のとおり。
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（主な調査結果）

• ＫＰＩに関しては、事業のアウトカム指標と総合的なアウトカム指標を併せて、推奨されるアウトカム
指標が全体の7割を占めている。ＫＰＩの出所に関しては、独自集計が全体の85％を占め、政府統計は
5％であった。ＫＰＩの設定に当たって自治体が留意した点としては、「最終的な目標や事業の流れを
踏まえて設定した」「ガイドラインを参考とした」「関係省庁や都道府県と相談した」などの回答が複
数みられた。

• ＫＰＩの設定以外でのデータ・データベースの使用については、企画段階において、RESASなどを活用
して、事前の分析を行うことが最も多くみられた。

• データ収集時の困難・課題としては、「データ・データベースを分析・活用する人材の不足」の指摘が
複数みられた。

• 政府のデータ・データベースの問題点として、「市町村単位のデータが取得困難であること」、「毎年
統計が発表されないこと」、などが指摘されている。

参考資料



地方創生推進交付金事業におけるKPIの設定について

[地方創生事業実施のためのガイドライン（令和４年３月）より抜粋]
※KPIの設定については、観光振興分野の他に、農林水産、ローカルイノベーショ
ン、地方への人の流れ、働き方改革、まちづくりの分野に関して主なKPIの事例を
「地方創生事業実施のためのガイドライン（令和４年３月）」において示している。

PDCA の段階 取り組むべきこと 事業実施報告における確認項目 

事業アイデア・ 
事業手法の検討 
＜Plan＞ 

課題・ニーズの 
共有と明確化 

ア． 地域住民や利害関係者との話し合いを通じて課題や 
ニーズを明確化している   

定量的・客観的な 
分析 

イ． 定量的・客観的な分析を通じて地域の実態やニーズ 
を捉えている 

地域資源の活用 ウ． 地域の特色ある資源や強みを活用している 
外部人材・知見の活

用 
エ． 事業手法の検討に外部人材・知見を活用している 

政策間連携 オ． 異なる分野の政策を組み合わせた事業とするため、 
団体内の複数部局や様々な分野の民間企業と連携し

ている 
地域間連携 カ． スケールメリットや人材・ノウハウ融通のため、 

複数地域間で連携している 
既存組織・ネット 
ワークの活用 

キ． 事業実施体制の構築において、地域の企業・団体等 
の既存組織・ネットワークを活用している 

関係者の役割・責任 
の明確化 

ク． 関係者の役割・責任について明確化している 

事業の具体化 
＜Plan＞ 

自走を意識した計画 ケ． 資金調達の方法や事業採算性など事業が継続性を 
もって自走していくことのできるプロセスを明確化

している 
経営視点からの検証 コ． 経営視点からの検証のため、事業実施経験のある 

人材を活用している、または知見ある外部専門家か

ら助言を受けている 
詳細な工程計画 サ． 事業終了までの詳細な工程計画(四半期単位、月単位 

等)を策定している 
適切な KPI 設定 シ． 事業と直接性があり、客観的な成果を表す KPI を 

選定し、妥当な水準の目標値を設定している 
事業の実施・継続 
＜Do＞ 

主体間コミュニケー

ション 
ス． 事業実施主体間で定期的にコミュニケーションを行 

っている 
こまめな進捗と質の

管理 
セ． KPI の進捗について定期的に管理している 

安定した人材の確保 ソ． 担い手となるキーパーソンや、事業を継続的に進め 
ていくマンパワーを確保している 

地域の理解醸成を 
促す情報提供 

タ． 事業の目的・目標や生じつつある効果等の現状、 
事業がもたらすメリットについて情報発信し、事業

実施に対する納得感を醸成している 
地域主体の参加促進 チ． 地域住民・事業者や利害関係者が事業の推進や改善 

に参加できる仕組みをつくっている 
事業の評価・改善 
＜Check/Action＞ 

外部による効果検証 ツ． 外部組織や議会等により事業の効果を多角的に評価 
検証している 

KPI 目標未達成の 
要因分析 

テ． KPI の目標達成状況を定期的に確認し、未達成の場

合はその要因を分析している 
事業改善方針の 
明確化 

ト． 事業の評価を踏まえて対応策を決定し、実行に移し 
ている 

事業改善方針の 
反映 

ナ． 事業の改善方針について次年度以降の事業計画に 
反映している 

 [地方創生推進交付金事業の効果検証に関する調査報告書（令和４年３月）
より抜粋]
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※KPIの達成を含め交付金事業をより効果的・効率的に実施するため、「（交付
金事業のPDCAサイクルの中で）取り組むべきこと」を地方公共団体に示している。
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【文教・科学技術】
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【文教・科学技術：１．少子化の進展を踏まえた予算の効率化と教育の質の向上】

KPI第２階層 KPI第１階層

○教師のICT活用指導力の向上
○ICT機器の活用による児童生徒の変容等の情
報活用能力に関する指標の設定

〇学習者用コンピュータの整備状況
○高速大容量の通信ネットワークの整備状況
○学習者用デジタル教科書の整備状況
○情報通信技術支援員（ICT支援員）の活用状況
○ICT活用指導力に関する研修を受講した教員の割
合
○統合型校務支援システムの導入率

１．政策体系の概要

２．狙い

教育の情報化の加速（主にGIGAスクール構想）に関する効果を検証し、今後の効果的な施策を検討する。

３．具体的な検証項目

政策目標：教育政策における外部資源の活用やＰＤＣＡサイクルの徹底、改革の取組や教育成果に応じた財政支援のメリハリ付けの強化
等により、少子化の進展や厳しい財政状況等の中でも、次代を担う人材育成の取組の質を向上させる。
①ＯＥＣＤ・ＰＩＳＡ調査等の各種調査における水準の維持・向上

担当府省 対象施策
工程表の
箇所

確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

１
文科省
内閣府

教育の情報化
の加速
（主にGIGAス
クール構想）

文教2-2
(p91･92)

どのような環境を整備すれ
ば、１人１台端末の効果的
な活用に繋がるのか

・内閣府と文科省で設置している研究会にお
いて、児童生徒の個人単位のデータを用いた
分析を実施し、年内に一定の取りまとめを行
う（参考資料１～４）
・具体的な端末の活用事例の分析に向け、個
別自治体との連携を見据えて関係機関等と調
整する。

・教育の情報化の実態等に関する調査の
データ
・全国学力・学習状況調査のデータ
・情報能力活用調査のデータ
・自治体独自の学力調査のデータ

等
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【文教・科技】 １．教育の情報化の加速（主にGIGAスクール構想）：文科省、内閣府 参考資料１

「ＧＩＧＡスクール構想のエビデンス整備に関する研究会」の概要

＜背景・目的＞

〇ワイズスペンディングの徹底に向けて、経済・財政一体改革推進委員会の下にＥＢＰＭアドバイザリーボードが設置され、経

済・財政一体改革におけるＥＢＰＭの枠組み強化を進めている。

〇ＥＢＰＭアドバイザリーボードでは、多年度型事業等の重要施策について、各府省によるロジックモデルの構築・精緻化等へ

の知見の提供を通じ、各府省のＥＢＰＭの質の向上を図ることとしており、文教・科技分野においては、多年度型の重要施策

であるＧＩＧＡスクール構想に係る検討を行っている。

〇ＧＩＧＡスクール構想に基づく「１人１台端末」の配布は、ほぼ全ての小中学校において完了したものの、その活用状況は地

域ごと、学校ごとに差があると考えられる。

〇内閣府と文科省が連携して「１人１台端末」の効果的な活用に向けたエビデンス整備（ＥＢＰＭ）に取り組む。特に、ハード

環境（学校無線LAN、端末持ち帰りの可否等）、指導・支援体制を含めたソフト環境（ＩＣＴ支援員の配置・活用状況、指

導者研修の実施状況、アプリ等）等の現況を確認するとともに、そうした環境整備の効果に関して「定量的な効果検証」を実

施する。

〇これらの検討を行うために、有識者によって構成される本研究会を設置する。

＜検討のポイント＞

分析に当たっては、

①全国レベルの分析（文科省の既存調査（個票データ）の活用）

②自治体のパネルデータの分析（個人レベルの時系列変化の分析）

③モデル地域（モデル校）における、新規調査の実施・分析

等を組み合わせることで、多角的なエビデンス整備を行う。

＜今後のスケジュール（想定）＞

令和４年７月 第４回 分析方針等の検討

１０月 第５回 効果検証・分析の進捗報告

１２月 第６回 効果検証・分析のとりまとめ

令和５年２月 第７回 検証総括

GIGAスクール構想のエビデンス整備に関する研究会 名簿

植阪 友理 東京大学高大接続研究開発センター准教

◎川口 大司 東京大学大学院経済学研究科教授

妹尾 渉 国立教育政策研究所教育政策・評価研究部

総括研究官

多喜 弘文 法政大学社会学部准教授

田中 隆一 東京大学社会科学研究所教授

（敬称略、五十音順、◎は座長）
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令和２年11月25日（水）
EBPMアドバイザリーボード（第２回）

文科省提出資料より抜粋

【文教・科技】 １．教育の情報化の加速（主にGIGAスクール構想）：文科省、内閣府 参考資料２
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【文教・科技】 １．教育の情報化の加速（主にGIGAスクール構想）：文科省、内閣府

令和３年７月19日(月）
第1回GIGAスクール構想の

エビデンス整備に関する研究会
文科省提出資料より抜粋

○ 参考資料２を基にしつつ、以下の通り効果検証に向けたモデル（案）を作成。
今後、当該モデル（案）を参考に、適切な仮説を作成し、調査・分析を進めていく。

参考資料３
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令和3年度全国学力調査や教育の情報化実態調査等を接合し、主要な指標・パスに着
眼した分析を実施

指標の全体像

ICT専門スタッフ等の体制

教員のICT活用指導力ICT支援員

ICT教育活用アドバイザー

ICT研修機会

学習者デジタル教科書の
導入状況

授業におけるICT利用頻度

主体的・対話的で深い学びに
向けた授業改善の状況

児童生徒の学力

児童生徒の学習意欲

学校・授業の満足度

学校外におけるICT利用頻度
（端末の持ち帰り）

学校外におけるICT活用した
学習時間

教員が授業準備にかけている時間

スタディ・ログ等の活用状況 児童生徒の情報活用能力

インプット・アクティビティ アウトプット指標 アウトカム指標

教育の情報化実態調査
令和3年度全国学力・学習状況調査
全国学調or自治体パネル調査（埼玉学調 etc）
その他（政府統計や新規調査が必要なデータ等）

本研究会（令和3年度）における分析範囲

市区町村別の大卒人口比率

市区町村別の平均所得

市区町村別のホワイトカラー
人口比率

外的環境指標

市区町村別の教育費比率 自治体（教育委員会等）のICT
利用に対する積極性度合い

１

２

２

３
８

９

10

10

４

５
６

７

家庭のICT環境家庭の経済状況

11

11

参考資料４【文教・科技】 １．教育の情報化の加速（主にGIGAスクール構想）：文科省、内閣府



本分析で使用した既存統計データ

本分析では、全国学力調査を中心に、教育の情報化実態調査や国勢調査等を接合

調査名 利用年度 実施主体 対象 本分析で使用した主な調査項目
全国学力・学習状況調査 平成31年度、令

和3年度

※令和2年度はコ
ロナのため中止

文部科学省 児童生徒・学校
単位で悉皆

※クロスセクション
データ

 平均正答率（国語、算数(数学)）
 学習意欲（国語、算数(数学)）
 学習時間（平日、土日）
 ICT利用頻度（学校、家庭）
 ICTインフラ課題（学校、家庭）等

教育の情報化の実態等に関する
調査

令和元年度、令
和2年度

※調査は各年度
の年度末に実施

文部科学省 学校単位で悉皆  教員のICT活用指導力A～D
（16の項目に関して、「できる」「ややできる」「あまりでき
ない」「ほとんどできない」の4択で回答する形式になって
おり、学校ごとに各選択肢に該当する教員数を集計し
て調査票を提出）

児童・生徒1人1台端末の整備等
に関する状況調査

令和2年度 文部科学省 市区町村単位で
悉皆

 端末の納品完了時期
(子供たちの手元にいつ端末が渡るか)

市区町村別決算状況調 令和元年度 総務省 全国悉皆  市区町村財政に占める教育費（小学校費または中学
校費）

市区町村税課税状況等の調 令和2年度 総務省 全国悉皆  市区町村別の課税所得総額
 市区町村別の納税義務者数

国勢調査産業等基本集計 平成22年度

※本分析で使用し
た項目は10年に1
回調査

総務省 全国悉皆  市区町村別の大卒以上人口



教育委員会の積極性×学校外のICT利用頻度（端末の持ち帰り）：小学校

端末の整備状況や家庭への端末の持ち帰りは、教育委員会のICT利用に対する積極性が
影響している可能性

8.4% 10.7%
15.4%

20.7%
10.3%

14.1%

17.5%

21.3%

54.0%

57.3%

53.5%
44.4%

18.0%

12.1%
9.1% 9.9%4.6%

4.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
2.4%

当てはまらない やや当てはまる

2.6%
3.1%

あまり当てはまらない

2.2% 1.8%1.9%

当てはまる

持ち帰ってはいけないこととしている

時々持ち帰り、時々利用

毎日持ち帰り、毎日利用
毎日持ち帰り、時々利用

持ち帰らせていない

まだ配備されていない

コロナ禍の臨時休校期間におけるICT活用に対する教育委員会の積極性 積極的でない積極的である

回答校数
臨時休校期間のうち学校の全部を休業としていた期間中の家庭学習におけるＩＣＴ活用について，あなたの学校にはどのような課
題がありましたか ⑬ＩＣＴ活用に対して教育委員会が積極的ではなかった

当てはまらない あまり当てはまらない やや当てはまる 当てはまる 総計

あなたの学校では，児
童一人一人に配備され
たＰＣ・タブレット等の端
末を，どの程度家庭で
利用できるようにしていま
すか

毎日持ち帰り、毎日利用 361 193 66 18 638
毎日持ち帰り、時々利用 343 228 72 19 662
時々持ち帰り、時々利用 1,346 883 278 101 2,608
持ち帰らせていない 4,048 4,183 1,633 452 10,316
持ち帰ってはいけないこととしている 773 1,029 535 217 2,554
まだ配備されていない 627 783 471 210 2,091
総計 7,498 7,299 3,055 1,017 18,869

③自治体（教育委員会等）がICT利用に対して積極的に取り組んでいるか

※令和３年度全国学力・学習状況調査（調査日時：令和3年5月27日（木））再集計
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推定結果

ICT活用頻度が国語の平均正答率に対して有意に正の影響

学校
要因

家庭
要因

地域
要因

⑨授業または家庭におけるICT活用頻度が多くなることが、児童生徒の学力向上に寄与しているか 小学校

(参考）２SLS、変数追加
OLS WLS 2段階目 1段階目

説明変数 目的変数：各学校の6年生の国語問題平均正答率（令和3年度）（%) 教員のICT
活用指導力

切片 28.759*** 27.762*** 25.921*** 9.269***
(0.699) (0.676) (0.846) (2.247)

6年生の国語平均正答率 0.342*** 0.355*** 0.332*** 0.048*
(％ H31度調査） (0.006) (0.006) (0.007) (0.020)

5年生時のICT活用頻度（R2） 0.010*** 0.010*** 0.183***
(週1回以上利用するとした児童生徒の割合） (0.003) (0.003) (0.029)
生徒数規模ダミー（6段階順序 R3） 0.395*** 0.452*** 0.828*** -2.239***

(0.048) (0.047) (0.087) (0.148)
臨時休校日数（R3) 0.000 0.000 -0.001 0.003

(0.001) (0.000) (0.001) (0.002)
学習時間1時間以上（平日）の 0.089*** 0.086*** 0.088*** 0.004

児童生徒の割合 (0.004) (0.004) (0.004) (0.012)
学習時間1時間以上（休日）の 0.077*** 0.083*** 0.072*** 0.024

児童生徒の割合 (0.005) (0.005) (0.005) (0.015)

塾・家庭教師に通っていない -0.007 -0.010* -0.008 0.010
児童生徒の割合 (0.004) (0.004) (0.004) (0.013)

読書時間1時間以上の
児童生徒の割合 0.022** 0.020*** 0.023*** -0.005

(0.007) (0.007) (0.007) (0.021)
本を100冊以上で保有する家庭の 0.091*** 0.093*** 0.076*** 0.087***

児童生徒の割合 (0.004) (0.004) (0.005) (0.014)
一人当たり教育費（対数） 0.168* 0.198* 0.166* -0.050

(0.067) (0.062) (0.067) (0.206)
大卒以上人口比率 0.463 -0.380* 2.072* -9.594***

(0.885) (0.841) (0.925) (2.731)
9.654***
(0.870)

標本数 12839 12839 12839
決定係数 0.438 0.481 0.439 0.043

自由度調整済み決定係数 0.438 0.480 0.439 0.042
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.0、()内は標準誤差
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来年度の検討事項

来
年
度
以
降
の
検
討
事
項

埼玉県学力調査を
活用した分析

 児童・生徒の個人単位パネルデータを活用した効果検証
• 埼玉学調から取得可能な個人単位の学力・学習意欲等のアウトカムに関するデータ（パネルデータ）につ
いて、全国学調や教育の情報化実態調査から取得可能なICT関連項目のデータを用いた（個人パネル）
分析を検討する。

• 外的妥当性の問題を解消するため、埼玉学調と同内容の独自学調を取り入れている自治体調査と連携
し、サンプルの拡大を検討する。

• 学力や学習意欲だけでなく、主体的な学びや学習方略等のアウトカムに対するICT利用の効果検証を検
討する。

モデル校との連携

 モデル校と連携した実態調査・実証研究
• 積極的に端末を活用した授業を行っている自治体や学校と連携し、ICT活用のグッドプラクティスを抽出す
るとともに、効果検証の実施可能性を検討。（例えば、端末の活用方法を類型化して、各類型ごとにアウ
トカムへの影響の差を分析することで、どのような活用方法がアウトカムに対して効果的であるか分析を行う。
また、端末を活用する中で蓄積されるスタディ・ログデータの活用方法や分析への活用可能性等についても
検討）

全国学力調査を
活用した分析
（続き）

 児童・生徒の個人単位のクロスセクションデータを活用した分析
• 全国学調から取得可能な個人単位の学力・学習意欲等のアウトカムに関するデータについて、
同調査の個人属性に関するデータや、教育の情報化実態調査等から取得可能な学校単位のICT関連
項目のデータを用いたマルチレベル分析を検討する。

来年度以降の効果検証に向けた検討（案）



【文教・科学技術：イノベーションによる歳出効率化等】

政策目標：科学技術・イノベーション政策においてエビデンスに基づく政策立案等を図りながら、官民をあげて研究開発等を推進するこ
とで、国民の生活の質の向上等に貢献する形で、Society5.0やイノベーション・エコシステムの構築等の実現を目指し、「科
学技術立国」の実現につなげる。
〇世界経済フォーラム世界競争力項目別ランキング「イノベーション力」の順位の維持・向上（2019年度は第７位）
※評価指標の変更により、順位が変動する可能性がありうる

〇被引用回数トップ10％論文数の割合の増加 (2014-16年:8.5%→2018-20:10%以上) 
〇企業等からの大学・公的研究機関への投資額※2025年度までに、大学・国立研究開発法人等への民間研究開発投資を３倍増
→「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブ」による目標値は約3,500億円（2014年度実績：1,151億円）

KPI第２階層 KPI第１階層

〇若手研究者比率の増加
○科学技術政策におけるＥＢＰＭ化が図られた
ことによる成果の創出（被引用回数トップ10％
論文数の割合の増加等）
※目標値は2022年中に検討し設定。

〇40歳未満の大学本務教員の数
※2025年までに1割増加（2019年度41,072人）
〇博士課程学生等支援など重要な項目について最新の
情報を収集・分析する
○エビデンスシステム（e-CSTI）の活用

１．政策体系の概要

２．狙い

研究力強化・若手研究者支援総合パッケージの効果検証

３．具体的な検証項目

担当府省 対象施策
工程表の
箇所

確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

2

CSTI（
文科
省）

研究力強化・若
手研究者支援総
合パッケージ
（参考資料１）

文教5-
1(1),(2)
(p96,97)
文教10，

15
（p101,1
02）

研究力強化・若手研究者支援総合
パッケージの推進によって、研究力
強化や望ましい研究環境の構築にど
のように寄与したのか。第６期科学
技術・イノベーション基本計画への
反映状況や評価指標・分析手法の検
討・策定状況について確認する。

博士課程学生等支援など重要な項目について最新
情報を収集し、フォローアップを継続しつつ、新
たなKPIの設定・更新等可能なものから改革工程
表に反映
（具体的な効果検証は、総合科学技術・イノベー
ション会議の評価専門調査会において実施）

進捗状況の整理
等を踏まえ必要
なデータを検討
して効果検証を
実施

120



測定指標：
「博士後期課程修了者の就職率」
72% （2018）⇒85％（2025）

「博士後期課程学生の生活費相当額受給割合」※
全体10.4％（2015）⇒修士からの進学者数の5割

（全体の2割に相当）（早期達成）

測定指標：
「40歳未満の本務教員数」
将来的に全体の３割以上となることを目指し、
2025年度に約１割増※

※43,153人（2016）⇒48,700人（2025）（＋5,500人）
（直近のデータにより第５期計画と同様に試算）

測定指標：
「大学等教員の学内事務等の割合」
18.0％（2018）⇒約1割（2025）

研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ 目標

若手研究者
（ポスドク・特任助教等）

中堅・シニア研究者

産業界による博士人材の積極採用と処遇改善

博士後期課程

博士前期課程/
修士課程

産

学

測定指標：「産業界による理工系博士号取得者の採用者数」 1,397人(2016)⇒2,300人(2025)約1,000人（約65％）増

独立して研究の企画と
マネジメントができる人
材の育成
・博士人材の多様なキャリアパ
スを構築

・優秀な人材が積極的に学び
やすい環境構築

将来の多様なキャリア
パスを見通すことによ
り進学意欲が向上

自由な発想で挑戦的研
究に取り組める環境を
整備
・優秀な若手研究者の研究環
境の充実、ポストの確保、表
彰

多様かつ継続的な
挑戦を支援
・研究に専念できる環境を確保
・研究フェーズに応じた競争的
資金の一体的見直し

・最適な研究設備・機器の整備
とアクセスの確保

マネジメント人材、URA、エンジニア等のキャリアパスを明確化

魅力ある研究環境の実現

多様なキャリアパス
・流動の実現 〈参考〉URA配置人数1,225人（2017）

（参考）大学本務教員に占める40歳未満の教員の割合 23.4％（2016）
40歳時点の任期無し教員割合(テニュアトラック教員含む) RU11 約49%（2013）
※2019年度よりRU 11構成大学と国立大学法人運営費交付金の重点支援の取組のうち重点支援③に該当する

大学を対象として調査を拡大

【文教・科技】 １．研究力強化・若手研究者支援総合パッケージの効果検証：CSTI（文科省）

①若手の研究環境の抜本的強化、②研究・教育活動時間の十分な確保、③研究人材の多様なキャリア
パスを実現し、④学生にとって魅力ある博士課程を作り上げることで、我が国の知識集約型価値創造システ
ムを牽引し、社会全体から求められる研究者等を生み出す好循環を実現。

参考資料1
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【文教・科学技術：３．民間資金等の一層の活用によるスポーツの普及・発展】

KPI第２階層 KPI第１階層

○スポーツを通じた健康増進への貢献
【成人の１回30分以上の軽く汗をかく運動を週
2回以上、１年以上継続して実施する運動習慣
者の割合の増加】
〇スポーツ市場規模の拡大
【2025年までに15兆円】

〇身近なスポーツ環境の整備
幼児期から大人、障害者も含めて多様な主体が参加できる総合
型地域スポーツクラブ等の整備状況

〇スポーツを通じた健康増進
「Sport in Life」コンソーシアムにおけるスポーツを通じた健康
増進に係る取組状況（加盟団体数）

〇スポーツ健康まちづくりに取り組む自治体の状況
〇まちづくりや地域活性化の優れた拠点として選定されたスタジ
アム・アリーナ数

１．政策体系の概要

２．狙い

スポーツの振興を通じた、健康増進や地域・経済発展への寄与

３．具体的な検証項目

政策目標：東京オリンピック・パラリンピック大会のレガシーを継承し、全ての国民が気軽にスポーツできる環境を整備し、スポーツの
価値を実感できる社会を実現するとともに、民間資金等の一層の活用により、スポーツの成長産業化・地域スポーツの普及・
発展を図る。
〇スポーツ実施率の向上【成人や障害者の週１回以上のスポーツ実施率：2026年度に70％、40%】

担当府省 対象施策
工程表の
箇所

確認するエビデンス等 予定 必要なデータ例

３文科省 スポーツ政策
文教3
(p113)

〇健康
スポーツと健康の関係、ス
ポーツ実施促進の効果的な
方法等
〇経済・社会
スポーツ市場規模15兆円の
達成状況とその政策的効果
の検証

第三期基本計画を３月２５日に策定。並行し
て政策目標等の数値目標などをもとに整理さ
れたロジックモデルのイメージをもとに、
データの収集を行い、今後、令和５年度初頭
目途のFU実施に向けた準備を進める。また、
計画の中間評価年度には、成果の中間的な検
証を予定。

（健康関係）
・成人の週１回３０分以上の軽く汗をか
く運動を週２回以上、一年以上継続し
て実施する状況の変化がわかるデータ

（地方創生関係）
・スポーツ健康まちづくりに取り組む自

治体の状況の変化のわかるデータ
（経済関係）
・スポーツ市場規模の毎年の状況
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第３期スポーツ基本計画（概要）
［第２期計画期間中の総括］

１. 東京オリ・パラ大会のスポーツ・レガシーの継承・発展に資する重点施策
持続可能な国際競技力の向上

大規模大会の運営ノウハウの継承

共生社会の実現や
多様な主体によるスポーツ参画の促進

地方創生・まちづくり

スポーツを通じた国際交流・協力

スポーツに関わる者の心身の安全・安心確保

○ 東京大会の成果を一過性のものとせず、
持続可能な国際競技力を向上させるため、
・ NFの強化戦略プランの実効化を支援
・ アスリート育成パスウェイを構築
・ スポーツ医・科学、情報等による支援を充実
・ 地域の競技力向上を支える体制を構築

○ 新型コロナウイルス感染症の影響下とい
う困難な状況の下で、東京大会を実施した
ノウハウを、スポーツにおけるホスピタリ
ティの向上に向けた取組も含め今後の大規
模な国際競技大会の開催運営に継承・活用

○ 東京大会による共生社会への理解・関心の
高まりと、スポーツの機運向上を契機とした
スポーツ参画を促進
○ オリパラ教育の知見を活かしたアスリートと
の交流活動等を推進

○ 東京大会による地域住民等のスポーツへの
関心の高まりを地方創生・まちづくりの取組に
活かし、将来にわたって継続・定着
○ 国立競技場等スポーツ施設における地域のまち
づくりと調和した取組を推進

○ 東京大会に向けて、世界中の人々にスポーツの
価値を届けたスポーツ・フォー・トゥモロー
（SFT)事業で培われた官民ネットワークを活用
し、更なる国際協力を展開、スポーツSDGsにも
貢献 （ドーピング防止活動に係る人材・ネッ
トワークの活用等）

○ 東京大会でも課題となったアスリート等の心身の
安全・安心を脅かす事態に対応するため、
・誹謗中傷や性的ハラスメントの防止
・熱中症対策の徹底など安全・安心の確保
・暴力根絶に向けた相談窓口の一層の周知・活用

２. スポーツの価値を高めるための第３期計画の新たな「３つの視点」を支える施策
スポーツを「つくる / はぐくむ」 スポーツで「あつまり、ともに、つながる」 スポーツに「誰もがアクセスできる」

社会の変化や状況に応じて、既存の仕組みにとらわれずに
柔軟に見直し、最適な手法・ルールを考えて作り出す。

様々な立場・背景・特性を有した人・組織があつまり、
ともに課題に対応し、つながりを感じてスポーツを行う。

性別や年齢、障害、経済・地域事情等の違い等によって、
スポーツの取組に差が生じない社会を実現し、機運を醸成。

◆ 柔軟・適切な手法や仕組みの導入等を通した、
多様な主体が参加できるスポーツの機会創出

◆ スポーツに取り組む者の自主性・自律性を促す
指導ができる質の高いスポーツ指導者の育成

◆デジタル技術を活用した新たなスポーツ機会や、
新たなビジネスモデルの創出などDXを推進

◆ 施設・設備整備、プログラム提供、啓発活動に
より誰もが一緒にスポーツの価値を享受できる、
スポーツを通じた共生社会の実現
◆ スポーツ団体のガバナンス・経営力強化、関係
団体等の連携・協力による我が国のスポーツ体制
の強化
◆スポーツ分野の国際協力や魅力の発信

◆住民誰もが気軽にスポーツに親しめる「場づくり」等の
機会の提供

◆居住地域にかかわらず、全国のアスリートがスポーツ医・
科学等の支援を受けられるよう地域機関の連携強化

◆本人が望まない理由でスポーツを途中で諦めることが
ない継続的なアクセスの確保

① 新型コロナウイルス感染症：
➤ 感染拡大により、スポーツ活動が制限

② 東京オリンピック・パラリンピック競技大会：
➤ １年延期後、原則無観客の中で開催

③ その他社会状況の変化：
➤ 人口減少・高齢化の進行
➤ 地域間格差の広がり
➤ ＤＸなど急速な技術革新
➤ ライフスタイルの変化
➤ 持続可能な社会や共生社会への移行

こうした出来事等を通じて、改めて確認された
・「楽しさ」「喜び」「自発性」に基づき行われる本質的な
『スポーツそのものが有する価値』（Well-being）

・スポーツを通じた地域活性化､健康増進による健康長寿社会の
実現､経済発展､国際理解の促進など『スポーツが社会活性化
等に寄与する価値』

を更に高めるべく、第３期計画では次に掲げる施策を展開

参考資料１
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『感動していただけるスポーツ界』の実現に向けた目標設定
全ての人が自発的にスポーツに取り組むことで自己実現を図り、スポーツの力で、前向きで活力ある社会と、絆の強い社会を目指す

💡💡 国民のスポーツ実施率を向上
✔ 成人の週１回以上のスポーツ実施率を
７０％（障害者は４０％）

✔ １年に一度以上スポーツを実施する成
人の割合を１００％に近づける（障害者
は７０％を目指す）

💡💡 生涯にわたって運動・スポーツを継続
したい子供の増加
（児童86%⇒90%、生徒82%⇒90%）

💡💡 子供の体力の向上
（新体力テストの総合評価C以上の
児童68%⇒80%、生徒75%⇒85%）

💡💡 誰もがスポーツに参画でき、共に活動できる
社会を実現
✔ 体育授業への参加を希望する障害のある児童
生徒の見学ゼロを目指した学習プログラム開発

✔ スポーツ団体の女性理事の役割を40%

💡💡 オリンピック・パラリンピック等の
国際競技大会で、過去最高水準の金メダル
数、総メダル数、入賞者数、メダル獲得
競技数等の実現

💡💡 スポーツを通じて活力ある社会を実現
✔ スポーツ市場規模15兆円の達成
（2025年まで）
✔ スポーツ・健康まちづくりに取り組む
地方公共団体の割合15.6%⇒40%

💡💡 スポーツを通じて世界とつながる
✔ ポストSFT事業を通じて世界中の国々の700万
人の人々への裨益を目標に事業を推進

✔ 国際競技連盟（IF）等役員数37人規模の維持・
拡大

３. 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組む１２の施策
①多様な主体におけるスポーツの機会創出
地域や学校における子供・若者のスポーツ機会の充実と体力向上、
体育の授業の充実、運動部活動改革の推進、女性・障害者・働く
世代・子育て世代のスポーツ実施率の向上 等

②スポーツ界におけるDXの推進
先進技術を活用したスポーツ実施のあり方の拡大、デジタル
技術を活用した新たなビジネスモデルの創出 等

③国際競技力の向上
中長期の強化戦略に基づく競技力向上支援システムの確立、地
域における競技力向上を支える体制の構築、国・JSPO・地方公
共団体が一体となった国民体育大会の開催 等

④スポーツの国際交流・協力
国際スポーツ界への意思決定への参画支援、スポーツ産業の
国際展開を促進するプラットフォームの検討 等

⑤スポーツによる健康増進
健康増進に資するスポーツに関する研究の充実・調査研究成
果の利用促進、医療・介護や企業・保険者との連携強化 等

⑥スポーツの成長産業化
スタジアム・アリーナ整備の着実な推進、他産業とのオープ
ンイノベーションによる新ビジネスモデルの創出支援 等

⑦スポーツによる地方創生、まちづくり
武道やアウトドアスポーツ等のスポーツツーリズムの更なる
推進など、スポーツによる地方創生、まちづくりの創出の全
国での加速化 等

⑧スポーツを通じた共生社会の実現
障害者や女性のスポーツの実施環境の整備、国内外のスポーツ
団体の女性役員候補者の登用・育成の支援、意識啓発・情報発
信 等

⑨スポーツ団体のガバナンス改革・経営力強化
ガバナンス・コンプライアンスに関する研修等の実施、
スポーツ団体の戦略的経営を行う人材の雇用創出を支援 等

⑩スポーツ推進のためのハード、ソフト、人材
民間・大学も含めた地域スポーツ施設の有効活用の促進、地域
スポーツコミッションなど地域連携組織の活用、全ＮＦでの
人材育成及び活用に関する計画策定を促進、女性のスポーツ指
導に精通した指導者養成支援 等

⑪スポーツを実施する者の安全・安心の確保
暴力や不適切な指導等の根絶に向けた指導者養成・研修の実施、
スポーツ安全に係る情報発信・安全対策の促進 等

⑫スポーツ・インテグリティの確保
スポーツ団体へのガバナンスコードの普及促進、スポーツ
仲裁・調停制度の理解増進等の推進、教育研修や研究活動等を
通じたドーピング防止活動の展開 等
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アクティビティ(取組)インプット(予算事業)

・ガバナンスコードの遵守状況
・各NFでのスポーツ仲裁に係る紛争解決制度の整備

アウトプット

中長期アウトカム

共生社会の実現・健康寿命向上・ＧＤＰ向上・地方創生な
どへの寄与。国際的なプレゼンスの向上

第２期スポーツ基本計画(H29～34年) ロジックモデル

〇スポーツ実施率向上(週一回の運動実施率：成人70%、障害者40%)などスポーツ参画人口の更なる拡大、スポーツを通じた
国際交流・協力の増大、スポーツを通じた我が国の社会・経済の活性化(2０２５年までに１5兆円の達成)

・多様な主体によるスポーツ実施、運動習慣の形成の推進
・身近な地域におけるスポーツ環境の整備・充実
・スポーツ施設における指定管理者制度の柔軟な運用

など、民間資金・ノウハウを活用した取り組みの推進
・健康増進に係るエビデンスや情報等の積極的な発信
・安全・安心なスポーツの取組

・各競技団体等におけるアスリートの発掘・育成・強化のた
めの取組の支援

・オリンピック・パラリンピック等の国際競技大会におけ
る過去最高水準の金メダル数、総メダル数、入賞
者数、メダル獲得競技数

第三期基本計画を踏まえ、今後のスポーツ政策の基本的方向性として、新型コロナウイルス感染症への影響への対応、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催の成果の継承の観点
から、多くの国民が、スポーツに参画し、スポーツの持つ「楽しさ」「喜び」などに触れることを目指し、スポーツ実施率の向上を図っていく。併せて、スポーツを通じた健康増進や共生社会の実現、
持続可能な国際競技力向上の取組、スポーツ活動の基盤となるインテグリティの推進、スポーツ健康まちづくりや経済活性化など、社会の活力向上に向けた取り組みを推進する。

・一週間の総運動時間の状況

・地域・経済活性化の拠点となるスタジアムアリーナ数
(2025年までに20拠点)

・スポ―ツ健康まちづくりに取りくむ自治体数(40%)

・国際競技大会の招致・開催
・公正・公平なドーピングのないスポーツの実現

・スタジアムアリーナ改革の推進
・スポーツ・オープンイノベーションプラットフォームの構築
・スポーツを通じた地方創生の取り組みの推進

・国際競技団体(IF)等人材の活動・育成支援
・ドーピング防止教育の充実や検査体制の強化
・二国間交流(ポストスポーツ・フォー・トゥモロー等)の推進

インパクト

〇スポーツを通じた経済活性化・地方創生

〇スポーツの国際交流・協力

初期アウトカムの状況を分析し、効果検証を行いながら、インプット及びアクティビティを改善

東京大会を踏まえた今後のスポーツ政策の基本的な方向性とロジックモデル (イメージ)

初期アウトカム
【東京大会を契機とした共生社会の実現、
多様な主体によるスポーツ参画の実現】

【スポーツを通じた社会課題の解決】

【東京大会のレガシーを継承した
持続可能な競技力向上体制の構築】

・指導者等の人材育成計画を策定した団体数
・多様な主体によるスポーツ実施、運動習慣の形成等
の取組状況

・総合型地域スポーツクラブの登録・認証制度の開始
・公立スポーツ施設の利用状況
「Sport in Life コンソーシアム」への加盟団体数
・スポーツ事故の減少に向けた取組状況

・IF等の日本人役員数の増加・維持
・ポストスポーツ・フォー・トゥモローの達成数
・ドーピング防止研修や検査員育成の取組状況

・地域・経済活性化の拠点となるスタジアム・アリーナ
及びイノベーションプラットフォームの形成状況

・スポーツ健康まちづくりに取り組む自治体の状況

・統括責任者を含む指導者・スタッフの育成・配置状況
・次世代アスリートの発掘・育成の取組状況
・スポーツ医・科学、情報等による支援の実施状況

〇子どもの体力向上及び持続可能な
運動部活動の推進

〇Sport in Life 推進プロジェクト

〇運動・スポーツ習慣化促進事業

〇障害者スポーツ推進プロジェクト

〇スポーツ産業の成長促進事業

〇スポーツを活用した地方創生

〇競技力向上事業

〇ドーピング防止活動推進事業

〇ポストスポーツ・フォー・トゥモロー
推進事業

◆国際競技力の向上、国際的なプレゼンスの向上

◆誰もがスポーツに参画でき、共に活動できる社会

◆スポーツを通じて社会に活力を与える

※ 令和４年度予算案をもとに作成

参考資料２

【スポーツDXの推進、
スポーツ団体の組織基盤の強化】

〇スポーツテクノロジー活用推進事業

〇競技団体の組織基盤強化支援事業

〇スポーツインテグリティ推進事業

〇スポーツDXの推進

〇スポーツ団体のガバナンス改革、インテグリティの推進
・ガバナンス・コンプライアンス確保
・スポーツ仲裁に係る取組

スポーツ界における先進デジタル技術やデータ活用の推進

◆スポーツを支える基盤の確保

・スポーツ団体の経営力強化
・スポーツ関係者のコンプライアンス違反や体罰、暴力
等の根絶

・すべてのNFに加えより多くのスポーツ団体がスポーツ
仲裁の自動応諾条項を採択する等、適切な紛争
解決制度の構築

・体育授業の改善、全ての子供の運動機会の創出や体
力向上の取組

・小中学生の運動能力の向上
・将来的にスポーツする時間をもちたい小中学生の増加

〇多様な主体のスポーツ機会の創出、健康増進、共生社会の実現

・定期的にスポーツを実施する成人・障害者の増加
・１週間に３０分以上の軽く汗をかく運動を２回以上
実施している運動習慣者の割合の増加

・スポーツ団体における女性幹部の登用(40%)

先進事例や新たなビジネスモデルの創出

〇国際競技力向上の推進

【文教・科技】 ３．民間資金等の一層の活用によるスポーツの普及・発展：文科省
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